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令和２年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  令和２年３月５日（木曜日） 
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   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 押 山 義 則  １２番 菊 地 利 勝 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 
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教 育 長 佐 藤 吉 郎 
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住民福祉部長 中 沢 武 志 
産業建設部長 
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健 康 福 祉 課 長 後 藤   隆 再生復興課長 伊 藤 寿 夫 

産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 建 設 課 長 杉 原   仁 
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兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 教育総務課長 橋 本 哲 夫 

生 涯 学 習 課 長 溝 井 久美子   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 

 

 

 一般質問者目次 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（菊地利勝） おはようございます。 

   ご苦労さまでございます。会議に先立ち、申し上げます。 

   本日の一般質問は、議会だよりで使用する予定の写真を事務局で撮影いたしますの

で、ご承知願います。 

   ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日、傍聴に鈴木正雄さんほか５名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１、一般質問を行います。 

   ２番渡邉啓子君より通告ありました「大玉村の除染の実績と今後の取り組みについ

て」ほか２件の質問を許します。２番。 

○２番（渡邉啓子） おはようございます。 

   ２番渡邉啓子です。議長の許可を得ましたので、さきに通告してあります３件につ

いて、これより一般質問を行います。 

   最初の質問です。 

   大玉村の今まで行ってきた除染の実績と今後の取組について伺います。 

   東日本大震災による原発事故から間もなく９年になります。これまで様々な除染の

取組を行ってきておりますが、まだ終わってはいません。 

   しかし、自分のところが終わると、終わったような気がして、気持ちの中で原発災

害が風化しつつある方と、現在も不安を感じている方がおられます。 

   除染の取組も最終段階に入るところかと思いますので、ここで原発事故以降行って

きた除染の取組を検証し、全体像を明確に把握して、村民の皆さんに周知することで、

安全・安心をきちんと理解してもらうことが必要なのではないかと思い、次の質問を

いたします。 

   まず、現在までの除染の取組の実績を、住宅、道路、耕作地、ため池、森林再生、

その他の実施事項について、それぞれ対象戸数や対象面積等に対して具体的に伺いま

す。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ２番議員さんにお答えいたします。 

   現在までの除染の取組実績はとの質問ですが、再生復興課関係についてお答いたし

ます。 
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   住宅２，３５８戸計画、除染実施２，１５５戸、調査のみ２０３戸、平成２９年度

に終了しております。調査のみについては０．２３マイクロシーベルト以下の部分で

あります。 

   道路１３８．４キロメーター計画、実施延長１２３．４キロメーター、調査のみ、

同じ条件です、１５キロとなっております。平成２９年度に終了しております。 

   ため池、９池についてモニタリングを実施、うち７池を除染実施しております。平

成３０年度に終了しております。 

   生活圏森林といたしましては、住宅除染に含めて実施しております。森林生活圏に

ついては、住宅敷地に隣接する２０メーター範囲を住宅除染と同時に実施しておりま

す。 

   公共施設についてお答えします。 

   １５０か所計画、１５０か所実施しております。平成２７年度に終了しております。

こちらのほうは、幼稚園、小・中学校、公園敷地等になっております。 

   関連する国道につきましては、２．９キロメーター計画、２．９キロメーター実施

しております。平成２８年度に終了しております。県道につきましては、１０．９キ

ロメーター計画、１０．９キロメーター実施しております。平成２５年度に終了して

おります。 

   農業用水利施設といたしましては、受益面積３００ヘクタールを平成２５年度に終

了しております。３００ヘクタールを実施しております。 

   再生復興課関係では以上です。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   農地除染につきまして、水田のほうですけれども、水田に関しましては９８．８ヘ

クタール、畑地４２．４ヘクタール、樹園地８．９ヘクタール、牧草地につきまして

は２６３．９５ヘクタール、こちらは２９年度で全て事業完了しております。 

   ふくしま森林再生事業につきましては、現在、事業継続中でございますけれども、

平成３１年度までに森林整備で行った面積になりますと、４２．６５ヘクタールとい

うことになっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ２番議員さんにお答えいたします。 

   建設課におきましては、令和元年度から低線量地区の道路等側溝堆積物撤去・処理

支援事業を実施しております。 

   本年度につきましては、大山地区において土砂が堆積している道路側溝延長

８，６３８．３メーター、約８．７キロメーター、堆積量にして３５９．６立方メー

ターの土砂撤去処理を行ったところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 
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○２番（渡邉啓子） それぞれ詳細なご説明ありがとうございました。 

   道路に関して、ちょっと確認します。 

   これはどういうところを中心にと申しますか、集落の細いところはやっていないと

いうことでよろしいのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   道路除染関係ですが、こちらのほうは平成２９年度に終了しておりますが、それ以

前に各地区の要望等を聞き取りいたしまして、実施したところであります。 

   やっている最中も、こちらも、こちらもという話がありましたので、その都度職員

が出向きまして、最終的には国の調査機関もお呼びいたしまして、再度線量を測って、

条件に合うところを実施しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございました。 

   次に、今後はどのような取組を行うのかを伺います。 

   また、復興庁、林野庁、環境省が２０２０年度から里山除染を行うと発表しました

が、里山とはどのようなエリアを示すのか、村の認識を伺います。 

   さらに、本村で里山除染の対象となる箇所はあるのか。あるとすれば何か所なのか。

ふれあい村民の森は、里山除染の対象となるのかどうかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後につきましては、現時点は積込場にある土のう袋等を集積して運んでおります

が、来年度につきましては、ほぼそういった作業が終了する見込みとなっており、借

りている土地、積込場が借りておりますので、そちらの返地工事、それから返還手続

等を進めるようになろうかと思います。 

   また、次の質問でございますが、里山のエリアということで、現時点で認識してお

りますのは、森林内の人々の憩いの場とか、日常に人が立ち入る場所を里山というふ

うに認識はしてございます。 

   また、里山除染の対象ということでございますが、被曝線量が年間１ミリシーベル

ト以上にならないため、対象となる箇所は今のところはないと考えてございます。 

   同様に、ふれあい村民の森についても測定をいたしましたが、０．１４から

０．１６ということで、１９か所ほど調査をいたしましたが、数字がそれほど上がっ

ていないということで、対象にはなってございません。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   地域コミュニティづくりの拠点整備について伺います。 
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   役場庁舎を中心として、その周辺には保健センター、包括支援センター、中学校、

総合福祉センターさくらなどの公共施設や商工会、民間の福祉施設などが集まってい

ます。中学校周辺には、子育て世代の新築住宅やアパートが立ち並んでおり、新しく

移り住んだ方と既存の住民とのコミュニティづくりには、拠点となる場所が必要であ

り、村の中心部にふれあいセンターの建設を求める声があります。子どもから高齢者

までの居場所として、さらには、誰もが気軽に集える公園を併設すれば、子育て支援

にもなり、高齢者の健康づくりにも役立つのではないでしょうか。 

   大玉村は、豊かな自然に囲まれているがゆえに、安心して子どもを遊ばせることが

できるようなきちんと整備された公園が少ないと思います。 

   私自身の子育て時代を振り返ってみても、村内にみずいろ公園のような遊具つきの

公園があったらいいなと、幾度となく思ったものでした。公園で子どもを遊ばせなが

ら保護者同士が自然と言葉を交わし、情報交換をしたり、親しくなったりできる場に

なるのではないでしょうか。 

   高齢者にとっても、お天気のよい日に公園に行くと、誰かに会えたり、子どもたち

が遊ぶ姿を見たり、一緒に遊んだりすることができれば、元気をもらえるのではない

でしょうか。 

   村の考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、村が管理します公共施設のうち、集会施設につきましては、昭和５４年に大

山公民館、昭和５７年に農村環境改善センター、平成１１年に北部ふれあいセンター、

平成１４年に西部ふれあいセンター、さらに平成１８年に東部ふれあいセンターを地

区のバランスを考慮した上で、それぞれ建設したところでございます。 

   今後におきましては、建設から４０年が経過し、老朽化が見られる大山公民館の建

て替えや子育て支援センターの建設、陳情がなされた南部ふれあいセンターの設置な

どの建設計画を、現在持っております。 

   ご承知のとおり、本村は地方交付税に対する依存度が高い自治体でありまして、経

常収支比率を下げるために、経費の削減に現在努めているところでございます。 

   このため、先ほどの建設計画につきましても、交付金事業や国庫事業など有利な財

政措置が行われるのを見極めている状況でございまして、本村の財政状況を考慮しな

がら、検討させていただきたいと思っておりますので、農村環境改善センターなどの

既存施設を、今現在ご利用をいただければと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   限りある財源の中でのやりくりは大変だと思います。すぐにとは申しません。既存

の施設をふれあいセンターとしても利用できるよう努めたいと思いますが、数日前、

興味深いニュースを見ました。連日、新型コロナウイルス感染拡大のニュースが流れ
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ますが、そんな中、新型肺炎対策として、新・向こう三軒両隣制度を開始した企業が

あるそうです。これは、近隣に住む子育て中の社員同士がお互いに出勤日等を調整し

たり、在宅勤務中の子どものケアを分担したりするなど、サポートし合うネットワー

クの構築を支援するものです。 

   昔は当たり前だった向こう三軒両隣という言葉が最近ではあまり聞かれなくなりま

した。それに代わって、コミュニティという言葉が盛んに聞かれるようになりました。

移住者が増えた地域では、地縁をベースにしたつながりが希薄であり、ますます地域

のつながりの必要性を感じております。 

   もしも災害が起こったときに、消防や警察、自衛隊が直ちに全ての被災者の元へ駆

けつけることは困難です。そんなとき、高齢者や乳幼児、障害者、病人など、要援護

者の安否確認や避難支援には、地域コミュニティの力が重要になります。 

   今こそ、普段からさりげなく見守り、支え合う地域づくりのためにも、ふれあいセ

ンターの建設を求める住民の声として届けておきますので、検討していただきたいと

思います。 

   改めて、村長の見解をお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今の村の公共施設の必要な施設について、今、総務部長が述べたとおりでございま

す。 

   今、言われるように、地域コミュニティ、非常に災害関係からも大切な時代に入っ

ていますので、村の施策としては地域防災計画をつくって、そして例えば４区なら

４区の中で地域防災組織をつくって、今言われたようなことで、地域がしっかりとそ

ういう独り暮らしの方とか、そういう方を見守りながら対応していくという組織は、

できれば令和２年度中に三、四か所、村内に先行してつくりたいなと、お願いしたい

なというふうに感じていますので、そういう対応をしていきたいと思いますが、施設

の面については先ほど部長が申しましたように、ご意見を伺いましたので、検討させ

ていただきます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございました。 

   ちなみに、４区集会所の利用者数を過去３年間にわたって調べてみました。 

   年間延べ人数で約８００名の利用があります。住宅の軒数も増え、手狭になってお

りますし、４区だけでこれだけの利用がありますので、将来的にはかなりの利用が見

込まれると思います。再度ご検討くださいますようお願いいたします。 

   それでは、最後の質問です。 

   民法改正後の大玉村の成人式は、どう変わるのかについて伺います。 

   民法完成に伴い、成人年齢が２０２２年４月から１８歳に引き下げられます。成人

式の対象年齢を何歳にするかは、それぞれの自治体に任されており、２０２２年には
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１８歳から２０歳の若者が成人対象となります。 

   大玉村ではお盆の成人式ですので、就職活動や受験勉強に直接的な影響はないと思

いますが、大玉村の成人式は、対象年齢を何歳にするのでしょうか。 

   また、もし１８歳で行うような場合には、従来のように実行委員による成人祭を開

催することが可能なのかを併せて伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   成人式は国民の祝日として、大人となったことを自覚し、そして自ら生き抜こうと

する青年を祝い、励ますためというふうに意義付けられております。 

   本村でも、人生の大きな節目となる二十歳を迎えた方々をお祝いし、激励するため

に、毎年８月１５日に開催しております。 

   本村におきましては成人式の後に、成人者たちが自ら企画、運営をする成人祭を開

催しております。成人祭は、早い時期に実行委員会を立ち上げて準備を重ね、当日に

は先輩方の手伝いや、地元の企業や団体からも様々な支援をいただきながら自分たち

の成人祭をつくり上げ、成人式に花を添える意義ある活動となっております。 

   民法改正によって、成人式が１８歳に引き下げられることは、大玉村の大きな特徴

である、今申しました成人祭の対象が高校生となることで、企画、運営が難しくなる

ということに加えまして、初年度は１９歳、２０歳を含めた３年分となりまして、実

施上の諸課題も生じてくるというふうに考えてございます。 

   そうでありますが、成人式は、村挙げての行事でありますことから、今後、村の総

合教育会議や社会教育委員の会議等で議論を重ねながら、対象年齢について検討して

まいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 今後検討を重ねるということですね。ありがとうございます。 

   過去に成人祭実行委員として成人祭に携わった方たちがどうなるのかなと心配して

いたので、この質問をさせていただきました。 

   以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、２番渡邉啓子君の一般質問を打ち切ります。 

   １１番押山義則君より通告ありました「大玉村第五次総合振興計画の策定について」

ほか１件の質問を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） おはようございます。 

   １１番押山義則でございます。議長の許しをいただきまして、令和２年３月定例議

会一般質問を行います。 

   さて、中国武漢市を発生源とした新型コロナウイルスによる感染症の影響による社

会不安、そして経済不安が世界中で大変心配されております。この大玉村地域に、あ

まり実害影響の少ないままに終息することを願うところでございます。 

   さて、今回の質問は今後１０年間、２０３０年の大玉村の繁栄を目指すところの第
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５次総合振興計画のありよう、併せて新年度に当たりまして、村長の施政方針に対し

て何点か質問申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

   平成２３年、第４次総合振興計画が策定されまして、それぞれ前、後期基本計画の

下、この１０年間の村の足取りを一議会人として見届けてまいりました。いろいろな

ことがあった１０年でありました。第４次総合振興計画がスタートする直前には、千

年に一度あるかなしかの東日本大震災、そしてそれを要因とする原発被災、それに伴

った復旧、復興計画の策定や、そしてまた２０年続いた村長の交代劇もありました。

大玉村の歴史の中で、大きな動きのあった、私から見れば、言わば試練の１０年間で

もあったような気がいたします。地方分権改革の波の中、自立を選択した大玉村のあ

るべき姿を内外に示されてきた１０年でもあったと大きく評価しております。 

   そして、この令和の時代を迎えまして、第５次総合振興計画、これからの１０年間、

そして１０年後の大玉村の姿を見据えた村づくり計画、これからも様々な形で地方分

権改革などが進められる中、刻々と社会状況の変化がする中でありますが、地方自治

体に課せられた課題は大変厳しいと考えております。 

   さて、この第５次策定に当たって、村長の新春の談話で、国連サミットで採択され

たＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な開発目標の考え方を全ての項目に反映させる形で計

画策定に臨みたいとのことでありますが、どのような整備計画となるのか、それぞれ

の戦略、プロジェクトの内容について、第４次、この１０年間の歩みを検証申し上げ、

改めて第５次計画策定に向けて、村長の考えるところの方向性を伺ってまいります。 

   特に、押山村政が１００％携わってこられた後期計画の成果の評価を重点に進めて

まいります。 

   まず、冒頭、村長に伺います。 

   第４次総合振興計画の最終年を迎え、計画に対しての総評と申しますか、このおよ

そ１０年間の歩みをどのような感想をお持ちか、それぞれ具体的に伺う前に、村長に

とってどのような１０年であろうとしているか、改めて伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番さんにお答え申し上げます。 

   まず、第５次総合振興計画につきまして、どういうものにするかということについ

ては、令和２年度に入ってから総括をし、そして令和３年度からの第５次振興計画の

策定に入るということですので、現時点では第４次総合振興計画については、まだ

９年目ということですので、全体総括はしていないので、役場の業務としては前期

５年が終わったところで６年目に総括をするんですね。それからあと、後期をつくる

ときに総括をするので、５年目に総括するんですね。今回は、まだ４年が終わってい

ない段階ですので、令和２年度で５年目を終わるということですので、今回はそうい

う意味でのまとまった総括というのは実施していないと。それはいつやるんだという

ことになると、４月１日以降に、第５次の策定に向けての総括をしながら、第５次の

計画に入っていくという段階ですので、少し早い質問だというふうに感じております

ので、総括は感想、振り返っての話になりますので、ご了解いただきたいと思います。 
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   １０年間、この９年前に３・１１の事故がありまして、その後２年ですか、２５年

に引き継いで６年半が過ぎたということでございますが、その間大玉村の人口につい

ては増え続けていると、若干ですが。これもいろんな施策、前の村長の施策を引き継

いだ子育て支援とか、そういう住宅政策とかということに引き継いできたものに加え

て、３年保育とか子育て支援、新たに施策を加えたり、施設的にはちょうど原発の後

のほぼ１００％国の財源で事業ができるということで、屋内運動場とか、それから学

校のエアコンをつけたり、それからアットホームの改修をやったりというようなこと

で、財源を使わせていただいて、大玉村の財政規模ではなかなかできないような整備

をしっかりとさせていただくことができたということは、原発の大きなマイナスを、

その後の国の政策を、これは利用させていただいて、村の基盤をしっかりとつくらせ

ていただいたのかなというふうに感じているところでございます。 

   これからは、箱物についてはしっかりと国の政策を見据えながら、有利なものがあ

れば進めていくというふうに方針をしておりますので、できるだけソフト面で充実し

たものにしていきたいなというふうに感じております。 

   人口がいつまでも増え続けるわけではありませんので、その辺についても、これか

らを見据えながら進めていきたいなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   今回、来年度からが最終年度ということは理解しておりましたが、あえて村長が新

春の談話で、第５次総合振興計画に向けての策定の考え方を示しておられたので、今

回の質問を設定いたしました。 

   質問の設定の中で、段階的な形で、今の段階での結論、結論とは言いませんが、中

間発表の形でもよろしいので、それぞれ伺ってまいります。 

   それでは、戦略プロジェクト、主に第５次総合振興計画の中で示された部分なんで

ございますが、その中身から具体的に伺ってまいります。 

   まず、産業の復興創生からということで、初めに農業、営農支援について伺ってま

いります。 

   営農支援については、端的にこれまでの歩みが分かりやすいところから、それぞれ

掲げられました数値目標、認定農業者の数とか法人数とか、耕作放棄地の解消などに

ついて、これらの今の段階での達成状況、これどのように成果について評価されてお

られるのか、まず伺います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   営農支援の状況について、この数値目標に対する現時点での状況をというご質問で

ございますが、まず認定農業者数でありますが、２６年度が９０人に対しまして、現

時点で９１人の認定農業者の方になります。これは途中、１００名を超した年もあっ
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たわけですが、その年度によっての変動というふうなことと捉えてございます。 

   農業法人数につきましては、２６年度実績９法人に対しまして、現在１１法人でご

ざいます。 

   それから、利用集積が図られた農用地の割合、２６年度が７．１％に対しまして、

昨年度農業委員会が行いました農地パトロールの実績ですと、約１０％の集積率とい

うふうな状況でございます。 

   さらに、耕作放棄地の面積でありますが、２６年度１１８ヘクタールの耕作放棄地

でありますが、これにつきましても、農地パトロールの結果、現時点で７２．４ヘク

タールというふうな状況でございます。 

   林業経営体制につきましては、２２年度農林業センサスにおきまして、１８経営体

にでございましたが、２７年度の農林業センサス、こちらの段階で、６経営体となっ

てございます。これにつきましては、長期的な国内産の木材需要の低迷に加えまして、

原発災害以降の森林除染等々の状況、さらには特用林産物の需給動向等々が影響して

いるのではないかというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。 

   この５年間の中で、集落営農の形も生まれました。農家の皆さんがなかなか踏み切

れなかった状況で、行政の支援が強く後押しできた成果と評価いたします。また、農

業法人、それから中小農家への支援も万全とは申しませんが、村民が理解できる充実

した施策展開ができることをやってきた、そういうふうに感じております。 

   ただ、耕作放棄地の解消は、まだ形としてあまり見えていない、そういう意味では

課題がまだ山積しているのかと思っております。私自身もこの間、農業委員なども経

験し、猫の目のように変わる農政に取組の難しさ、それは感じております。 

   ただ、しかしながら、農業は大玉村の基幹産業であります。持続可能な農業を支え

るための施策展開が進展されること、これ施政方針でも示されました。後の質問でも

触れますが、農業振興公社の設立の企画も大きな期待を寄せるところであります。大

玉産米のブランド化に向けた取組に併せて進展を期待申し上げるところであります。 

   それで、第５次の形としては、できれば今後の第５次の計画の立て方、また改めて

数値的な目標でいかれるのか、それともまた、さらに進化した具体的な施設とかを盛

り込んでいかれるのか、伺いたいところなんですが、担当部長、そういう考えはどの

ように考えていらっしゃいますか、伺っておきたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   先ほど村長申し上げましたように、現在、まだ第４次総合振興計画後期基本計画の

実施途中でございますので、総括的な部分、これについては、まだ早々であるかなと

いうふうには考えてございますが、第５次総合振興計画におきましても、大玉村の農
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業、やはり持続的な農業経営、これの継続、これを図れるということが一番肝要では

ないかというふうに考えてございます。 

   これらに向けての政策について第４次総合振興計画で行っております事業について

もいいものは残していく、また見直すべきものは見直していく、そういった基本的な

考えの下、必要があれば数値目標なども設定しながら、計画策定に取り組んでまいり

たいというふうに考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   最初、村長にくぎを刺されましたんで、進め方が何か難しくなりました。 

   改めて、次の産業振興センターについて伺ってまいります。 

   公設民営化、村づくり株式会社の創設で、直売所の新設、それから農家レストラン

の充実が図られ、生産農家、そして一般村民、それから訪問客との結びつきが理想の

形ができつつあります。加工品の開発はまず一歩といったところと感じておりますが、

これまでの事業成果の評価と併せて、これからの企業戦略の方向性、どのように誘導

なされる考えなのか、事業成果のほうは数値的なものと、それから総合的な評価、そ

れらの部分で評価と考え方について伺ってまいります。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   産業振興センターを拠点といたしました展開についてのご質問でございますが、第

４次総合振興計画後期基本計画につきましては、特に主要施策として産業振興センタ

ー運営事業というふうな中で、産業振興センターを拠点とした販売拡大イベントの継

続実施、さらに新鮮な農産物、農林産加工物の加工品の販売を促進していくと、新た

な直売所の建設と加工場及び農家レストランの設置による機能拡充ということがござ

います。 

   これらにつきましては、先ほど村長申し上げましたように、新たな直売所の建設に

伴いまして、農家レストランの併設というふうな部分も含めまして、村としてこの部

分の主要施策、これについては達成できたんではないかと、併せて公設民営とするこ

とによって、さらに経営というふうな視点も加えて、直売会の方々と歩を一つにして

進めていくというふうな点で、大きな成果を上げられたんではないかというふうに総

括的には考えてございます。 

   具体的な数字でございますけれども、今年度あだたらの里直売所におきましても、

１月末の時点でありますけれども、売上高が２億円を超しまして、２億２万

７，８７０円の売上げというふうなところとなったところでございます。 

   これにつきましては、前年対比で、前年１年間で２億３，９００万というふうな売

上げでございますので、今年度につきましてもほぼ前年並み、この新直売所と比較い

たしますと、売上げが全てはございませんが、大きな成果を上げているというふうに

考えてございます。 
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   さらに、農家レストランにつきましても、前年度３，３３０万ほどのお食事処たま

ちゃんで売上げでございますが、今年度１月末現在で３，５３３万というふうなこと

で、既に前年度の売上げを上回っているような状況でございます。当然、売上げ対原

価の部分の考察も必要になりますが、これにつきましては、管理を委託いたしており

ます村づくり株式会社のほうと十分に協議をいたしながら進めているところでござい

ます。 

   運営につきましては、今ほど申し上げましたように、指定管理というふうな形でご

ざいますけれども、村がどういった形で直売会への支援であったり、それからイベン

トの開催、そういったものを支援することによって、村一体となってこの産業振興セ

ンター、これを４号線沿線という好立地を生かした、中通りでも有数のやはり拠点に

していくのが村の進め方ではないかというふうに担当として考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   この公設民営化、村づくり株式会社の在り方、これは村長に伺いたいんですが、村

民の理解をどのように感じていられるのかということなんです。スタートして間もな

い新会社に現実を多く求めるのは、無理と考えておりますが、今後の整備計画の中で

の位置づけは大変重要な位置にあると考えております。あらゆる角度から大玉村の情

報発信の核となる事業でありまして、施設であります。しっかりした運営を求めてま

いりたいと思うところなんですが、将来構想も含めまして、その現在の村づくり株式

会社の在り方、村長の評価と言ったら失礼な言い分、言い回しなんですが、どのよう

に捉えておられるのか伺ってまいります。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   公設民営については、もうこれは当然のことでございます。全国で、直売所のよう

なものとか、それからアットホームのようなもので、直営でやっているところは、ま

ず皆無でございます。福島県内でも全て公設民営になっているということですので、

何度も繰り返しになりますが、官でやる場合のああいう収益施設については、運営は

非常に難しいということで、民の力で運営をすると、サービスは向上するということ

ですので、村民が株の７割の３５０株、３５０人の方に買っていただいて、村が３割

出資をしているということで、株式会社として村づくり株式会社を設立をさせていた

だいたわけですが、この運営についての評価ということになりますと、本当によくや

っていただいているとしか言いようがありません。役員６名につきましては、ほぼ無

報酬でボランティア、ガソリン代程度しか出していませんので、月１回の取締役員会

を開いて運営をしていただいているということですので、大変頭の下がる思いをして

おります。 

   そして、産業振興センターについても、経営的にはとんとんでしょうかね。とんと

ん少し、じゃ、赤字になれば会社がもちろんなってしまいます。あと、何とかとんと
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んになっていると。そのほとんどが直売会おおたまで野菜等を出している方に、

８３％については行くわけですので、あと村外からも出している方については、手数

料を若干多めに出していただいてやっているということですので、アットホームにつ

いては指定管理ということで、指定管理料をお支払いをして、管理をしていただいて

いるということでございますので、評価としては、本当に大変運営の面から職員がし

っかりと給料等支払って生活の給料を支払うのは当然でございますが、運営主体のほ

うについては、大変ありがたいなというふうに感じているところでございます。 

   村民の理解については、株式会社を立ち上げる時点で、株の募集をした時点で、そ

の会社の性格とか、それから公設民営については何度も何度も繰り返しお知らせをし

ましたので、十分理解はしていただいているというふうに感じておりますが、一部理

解をいただけないところもあるようですので、これから会社と一緒に、やはり公設民

営とは何ぞやということと、それから村民株式会社はどういう組織かということは、

しっかりとまた、伝えていかなきゃいけないなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   産業振興センター、これは大玉村の中の存在として、振興センターとして守ってい

かなきゃない部分ですか、伝統とか文化とか、それから常に進化はしなきゃならない

世の中のニーズに合わせたサービス的な部分、また、これから大事なのは携わる人材

の育成なんだと思います。先ほどちょっと触れましたが、農業振興公社、そういうの

をどういうふうな進展がなされるか分かりませんが、それらと共同企画されるような

方向づけ、それからＩＴ化と申しますが、キャッシュレスと、私どもにとって未知の

世界がこれから世の中訪れようとしています。これからの１０年、第５次整備計画の

中に思った考えなんですが、その辺りの理解、そしてその中にＳＤＧｓ的な考え方、

これをどのように捉えておられるのか、担当、理解しておりましたら伺いたいんであ

りますが。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   ＳＤＧｓとの関連というふうなご質問でございますけれども、まだ具体的にはＳＤ

Ｇｓの、この１７の目標のうちのどれかというふうなところでは、現在まだ担当とい

たしましては、ここにこれをというふうな部分ではございませんけれども、この中に

あります住み続けられるまちづくり、あるいは全ての人に健康と福祉と、そういった

部分をやはり重視しながら進めていく、こういった必要があるのかなと。さらには、

産業と技術革新の基盤をつくると、こういった部分、これらの視点も産業振興センタ

ー、こういったところでの視点も必要なのかなと。そういったところでございまして、

これからこの部分につきましては、計画策定と一緒にどういった部分をどう１７の目

標、あるいはそれぞれの開発目標に当てはめていくか、これについても検討してまい
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りたいと担当として考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   大変難しい質問でございましたが、明確な答弁ありがとうございました。 

   次に、アットホームおおたまについて伺います。 

   計画ではなかったリニューアル改装がなされまして、念願であった公設民営化の実

現、それからこれは補助金制度の有効活用、大いに評価申し上げたいと思います。 

   今後の多角的な運営手段に期待するところでございますが、ただ考えなきゃならな

いことは、この事業、誰が担っても厳しい経営環境にあると考えております。今後も

しっかりとした支援の必要性を感じております。私は、支えるべきことはしっかり支

えて、村として、そして本来の目的である村民の保養、健康増進の役割、また大玉村

の観光の拠点として戦略的位置づけを願うところなんでございますが、改めて考え方

を伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   先ほどお話ししましたように、産業振興センターについては独立採算でやっていた

だいているということで、あとはグラウンドの除雪とか広場とかについては委託をし

ていないので、その管理費については村のほうで、トイレ等についても当然これは管

理料を支払っているという状況ですが、アットホームについては、今までも赤字でし

た。これは皆さん、決算でお分かりだと思います。５００万から多いときは

１，０００万の赤字が出ておりまして、それから約８００万から１，０００万の職員

を１名派遣しておりました。そうすると、最低でもアットホームおおたまを運営する

ためには１，５００万の赤字は、職員を引き揚げますので、覚悟をしていかなきゃい

けないということで、１，５００万の赤字を最初から分かっていながら引き受ける公

設民営の会社はございませんので、これについては指定管理、公設民営の約束事でご

ざいます。その部分については、指定管理料としてお支払いをするというのは約束で

すので、今回の場合は１，５００万の指定管理料をお支払いをしたと。 

   本来は、指定管理料１，５００万払うと、それは例えばそのうち半分しか使わなく

ても、半分は会社のほうで収入として取っておいていただいて結構なんですが、どう

もその村づくり株式会社については、余ったら返せよと一部いうようなお話で、経費

も１，０００万までいかないぐらいの赤字で済むんじゃないかと。赤字というか村の

出資で済むんじゃないかというようなことで、大変検討していただいておりますので、

その分については、一部お返しいただけるということのようです。 

   新年度予算にも上がっていますが、半分の約８００万という金額が載っております

ので、かえって指定管理をお願いするほうでちょっと心配しているところでしたが、

ここに来てこのコロナウイルスの関係で宴会がほとんど、これは日本全国ですが、キ

ャンセルになっているということですので、アットホームに関しましては、当然、赤
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字部分については補塡をするということは契約上の約束でございますので、ただこれ

は、ぜひ少しでも減らしていただく努力は、当然公設民営ですから、頑張っていただ

くということになります。 

   そして、目的は先ほど議員さん言われたように、村民の保養、それからあと重要な

観光施設としてあるわけですので、これについては、しっかりとその目的は果たして

いただきたいなと考えています。 

   産業振興センターにつきましても、直売会の野菜を売るだけではなくて、村のプラ

ットホームとして、外部に大玉村をＰＲするのに非常に効果があります。テレビ、マ

スコミ、新聞等で大きく年間を通して取り上げていただいておりますので、そういう

金銭面でカウントできないような大きな効果もあるということも併せて、これからも

期待していきたいと考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   今年度の予算で指定管理料半減となりました。大変喜ばしいことなんですが、私は

むしろ、この村づくり株式会社のさらなる強化、それを図っていただいて、村づくり

株式会社の万全の体制づくりを願いたいと考えております。 

   あとは、もう一点は、村民の福祉の向上という形からなんですが、現在の話なんで

すが、例えば今、我々の担当している老人クラブとか何かの役員やっている関係で、

大変気になっているんですが、どうしてもアットホームの値上がりの部分も含めまし

て、例えば総会なんかに参加する人も、今まで約２，０００円か１，５００円の会員

の負担で済んだものが３，０００円にさせないと、総会が開かれないような状況にな

っています。やっぱりそういうこと、最近の高齢者の懐具合、年金の目減りとか、介

護費の上りとか何かで大変厳しい事情になっております。そういう面から、村民の福

祉の向上ということで、もう少し一考願いたい。それで、村づくり株式会社の充実は、

幾らお金使ってもとは言いませんが、そういう形で予算を減らせばいいということじ

ゃなくて、充実していただいて、そしてそこで、村民の福祉の向上が一番の目標に考

えていっていただきたいと。これはあえて答弁を求めませんが、要望で、答えられま

すか。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   村づくり株式会社についても、いつまでもずっと経営者のボランティア、数字を申

し上げますと、社長が年報償５万円、その他の５人の役員が３万円ということですの

で、先ほどガソリン代相当と言いましたが、月１回集まるのにはガソリン代にもなら

ない、本当のボランティア。週１回役員会を開いて運営のいろいろやっていただいて

いるんで、本当に持ち出しでやっていただいている状況、これがいつまでもこういう

状況ではいけませんので、当初３年から５年ぐらいは手探り状態が続くだろうという

ことでおりましたが、思った以上に売上げは伸びておりますが、やはり逆に言うと職
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員の採用、雇用が非常に当初の２倍、３倍の雇用が創出されていますので、その辺の

人件費がやはりかなり大きくなったり、施設が大きくなっていますから冷暖房とか何

かも前とは比べて全然多くなっているということで、支出経費が大変多くなっている

ということもありますので、その辺も含めて、現時点では独立採算でやっていただく

ということでいますので、もう少し今の体制で、大変申し訳ないんですが、お願いを

したいというふうに考えております。 

   それから、あともう一つ、村民株式会社は、当初５００株発行しました。３５０が

一株３万で村民の方に買っていただいて、３０％、１５０万を村が出資。ただ、定款

上は１，０００株まで発行できるというふうになっていますので、基盤強化という面

で考えると、やはり増資ということは可能です。ですから、経営等について、今回の

コロナとかいろいろな問題で厳しくなれば、やっぱり増資という形で改めて村民の皆

様に株を買っていただいて、村と村民の皆さんでの会社という部分についての基盤整

備ができるのかなというふうにも、必要になってくるかなということも考えておりま

す。 

   それから、高齢者については、健康管理事業、アットホームは１泊でも３人以上で

泊まった場合は、利用した場合は補助金を上げましたので、この部分については補助

を強化しました。 

   それからあと、公設民営になって料理がどうのこうのということになりまして、

１月から非常に料理が評判がよくなっておいしくなったと、あの料理どうしたんだと

いう声は今年に入ってからは１件も私の耳には聞こえてこないということがありまし

たので、そういう面で考えていくと、若干材料は今までよりもいい物、高い物を利用

するということになります。そして、できるだけ今までは安い物ということで市場と

か業者から仕入れた経過がありますが、村づくり株式会社が同じく経営することによ

って、できるだけ地産地消で村内の物を使うというふうに方針も切り替えていただき

ましたので、材料、仕入れ時が若干高くなっているということが、その懇親会やった

りするときに若干高めになっているという部分ですので、これについては去年から補

助を考えてくれという要望が多く私のほうに届いておりますので、これについては当

初予算には反映しておりませんが、できるだけ早い機会に、村内の高齢者に対する補

助引上げというのについては検討したい、実現に向けて検討したいというふうに考え

ております。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 大変うれしい答弁、ありがとうございました。 

   アットホームについては、村民の福祉の向上が第一の政策の基本であるべきだと思

っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

   「日本で最も美しい村」について伺います。 

   これ、端的に伺いたいんでありますが、それぞれこれまでポケットパークの設置や

名倉山の登山道の整備、それからいぐねの存在や伝統芸能の継承、それぞれ頑張って

こられたと思います。 
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   それで、伺いたいのは、「日本で最も美しい村」であり続けるためには、どのよう

な政策展開をなされていかれる考えなのか伺っておきたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 「日本で最も美しい村」については、５年経過して昨年再審査を受

けて合格ということで、またあと５年継続できるということでありますが、「日本で

最も美しい村」連合に入らせていただいた目的は、大玉村が脈々と引き継いできた大

玉の景観、自然、それから民俗芸能等のそういうもの、それから昔からある守るべき

行事とか、コミュニティとか、そういうものを守るための手段としてこの連合に加盟

をさせていただいたということでございます。 

   ですから、具体的にこの連合に入ったから何かイベントをするとか、そういうもの

ではなくて、日常的にこれを意識しながら、役場職員も村民の皆さんもいろいろ日常

生活を送っていただければというふうに考えています。 

   ですから、役場で何か計画する場合も、「日本で最も美しい村」、大玉なんだとい

うことを意識しながら、その施策に反映をしていただく。ですから、今回の太陽光発

電に関する規制に関するものについても、当然その「日本で最も美しい村」という意

識の中で、大玉村の最大資源である景観とか、自然環境を守るということをこの連合

に加盟したことを意識をしながらやっていくと。それから、農業を守るということも、

これＳＤＧｓに関わることなんですけれども、農業を守るということも当然、耕作放

棄地を出さないというのは、美しい村を維持しましょうねということの考え方と連動

していくと。子どもたちの教育もそうです。貧困についても、給食費の問題も貧困と

の絡みということで、全て「日本で最も美しい村」連合の理念を政策のほうに生かし

ていく、そして村民の皆様にも、それを意識しながら生活をしていただくというよう

なことが目的で、これに加入したということでございます。 

   以上。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   「日本で最も美しい村」、これを前面に出した施策展開をなさることで、そういっ

た意味では、目標が少し見えているような、そういう気がいたします。 

   この問題に伴いまして、項目の中にあります歴史と文化を活かした村づくり、それ

から宿泊機能の充実促進とか観光力のアップがこれはプロジェクトの中に掲げておら

れましたが、ちょっとあまり進化は感じられなかったのですが、これらについて今後

の取組については、さらなる工夫が必要かと感じております。 

   それぞれ考え方お持ちでしたら、それぞれ伺っておきたいのですが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   歴史、文化につきましては、教育委員会のほうで今取り組んでいる「おおたま学」

というのは、一つのまとめとして、大玉に関する歴史、それから文化を総合的に大玉

を学びましょうと、知りましょうということで、あと１年以内ぐらいになるかな、冊
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子として配布できるだろうというふうに、頒布できるだろうというふうに考えており

ますので、そういうものについては、しっかりとまとめていきたいなと考えておりま

す。 

   それから、宿泊については、大玉の宿泊施設というのはご存じのとおり、金泉閣と

かゴルフ場とかございますが、そこに対する優遇策も今、検討をしております。固定

資産税を軽減する方法がないかというようなことも、近隣の市でもそういう施策を実

施しておりますので、村としてもやはり観光の面も含めて宿泊をする、そういう事業

者に対する支援というものも考えたいというふうに思っております。 

   それからあと、地域おこし協力隊を産業のほうに配置しておりますが、これも空き

家対策とか、これが一段落すれば、民泊のほうにも取り組んでもらおうかなというふ

うに、農家民宿に取り組んでいただくということも、その先には考えておりますので、

これからはやはりしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   これらの項目は、どこの自治体でも取り組んでいることなんですが、なかなかうま

くいっていないというのが現状だと思います。 

   大玉村のような位置づけの中では、また、なかなか大変な部分があると思いますが、

頑張っていただきたいと思います。 

   生活面から伺ってまいります。 

   定住促進プロジェクト、これは想定以上の成果と捉えております。村内地域によっ

ては、新住民の割合が上回った地域もあります。その上で、大いなる田舎、この情勢

には、私は地域のコミュニティの進化が必要だと考えております。 

   先ほどの質問者からも拠点整備の生かした地域づくり、そういった質問がございま

した。そういった意味で、改めて地域づくりのための政策の強化を求めたいと思いま

すが、大いなる田舎構想といいますか、その原点に返った政策展開をこれは願ってき

たと思います。いろんな形でこれからも、今までも当局から説明いただいてまいりま

した。 

   今後の考え方を伺いたいんでありますが、人口９，０００人の村としての位置づけ

ができたんだろうと思っております。少子高齢化の時代であります。この状況を続け

ることが可能と考えておられるのか、また、はたまた縮小の変化の時代が訪れると考

えておられるのか、これは見極めが大切になっていると思います。 

   その辺りも含めまして、この定住促進プロジェクトの今後の考え方を伺いたいんで

ありますが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   村の人口は、人は活力の源ということで、前の村長の時代から人口増加政策を村の

メインの事業として実施してまいったわけですが、これについては現在、推計人口が
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９，０００人まで増えたということでございますが、どこからそういう人たちが来て

いるのかというふうに考えると、ほぼ近隣なんですね。この管内から大玉のほうに入

ってこられていると。そのきっかけは何だということになると、やはり平成の大合併

も大きな要因であろうと。それから、あと、原発事故による避難地域からの方が多く

大玉に住まわれているということ、それからあと、今までやってきた定住促進に関す

る努力、住宅政策、そういうものが相まって大玉の人口が増えてきているんだろうと

いうふうに感じていますが、そのうちの原発による住宅移住については、そろそろ収

まったかなということと、近隣の管内郡山からもかなり来てきますので、この近場か

ら大玉のほうに定住していただいている方たちについては、ほかの市町村も、なぜ大

玉は人口増えているんだということを調査したりなんかした結果、同じような事業展

開を、住宅作ると補助金を出したりということで、やはりそういう努力も前よりもか

なりされておりますし、大玉よりも建設的に条件のいい提案をしているところもござ

いますので、これについては横ばいなのかなと。ですから、３つの従来のものと、

３つの要素の中の１つはほぼ終わったと。１つは大体、平準化してきたと。なると、

やはり３つのうちの２つについては、あまり定住化については期待できなくなってき

ているなということですので、あと、最後の従来から続けている定住化政策、それか

ら子育て支援とか、そういうものについて、より充実をさせていくということも非常

に大切だろうというふうに感じています。 

   あともう一つは、やっぱり住宅造成予定地の基本的整備は、村が道路とか入れると

いうことで、今取り組んでいる事業事案が相応寺の裏等にございますが、そういう形

で、宅造の条件整備を積極的にやっていくということによって、何とかこれからずっ

と増やしていくというよりは、やはり将来的には、この人口を維持していくというこ

とがメインになるのかなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） これは日本国どこで考えても、一番難しい村を維持していくため

の政策展開が一番大事だと思っております。 

   これらも無理することなく、やっぱり私は政策展開なされていくべきだと思います。

あまり過度なコマーシャルもセールスも決して地域づくりの中では、いろいろ難しい

問題も出てくると思いますので、その辺を見極めて、しっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

   それから、横堀平地区について質問設定いたしました。 

   復興公営住宅としての富岡町民との連携は、うまく進展できたと考えますが、これ

は当初の基本計画になかった政策展開となりましたが、仮設住宅跡地の活用を含めま

して、それから、もう一つある意味で心配しているのは、コミュニティ広場の活用、

これはうまく村民の皆さんが利活用できるような、そういう土地利用の計画充実とい

うか、その辺が求められていると思います。 

   何か別天地みたいな形になっている状況もございますので、その辺も含めまして、
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考えを伺ってまいります。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   横堀平地区の応急仮設住宅の跡地につきましては、現在、工事のほうがほぼ終了し

まして、更地となっているということでございます。 

   昨年からいろいろ地域おこし協力隊の方も交えて、検討プロジェクトチームをスタ

ートさせまして、いろいろ検討してございます。今まだ完全に終わってはいないんで

すが、中間的にこれからの村の取組の一つでもあります再生可能エネルギー関係のそ

ういった学習できるような、そういう施設とか、それから福島大学と今、食農学類と

いろいろ調査研究を進めているもののさらに、例えば小水力発電でできる電力を活用

した温水、温められるハウスでの、何か新しい村での農作物の調査研究であったりと

いうようなものも、プロジェクトの中で今、話合いをされている中身でございます。 

   それから、今回のそのコロナの関係もございますが、子どもたちの遊び場をどう今

後していくか、先ほど議員さんの質問にもありましたそういった公園とかどうなのか

なということで、そういった部分、幅広く利用していただける、また学習していただ

けるというような、そういった目標を持って、今、プロジェクチームのほうで進めて

おりますので、そういった内容を村長のほうに答申して、事業のほうを推進していき

たいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   これについては、いろんな取組をなされているようでございますが、大玉村で平た

ん地で有益な広大な面積でありますので、ぜひ有効な活用を図っていただきたいと思

います。 

   それから、項目にありました国道４号線沿線の都市的土地利用、これはちょっとス

ローモーな展開と理解しております。なぜ進まないのか、反省点も含めまして伺って

おきたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   国道４号沿線の土地利用についてでございますけれども、これにつきましては都市

計画的な考え方ということで、用途指定等も検討してまいりました。これらの中で、

この用途指定につきましては、二本松本宮都市計画域内の枠組みでということで、以

前、一般質問でも他の議員さんにお答えしたかと思いますが、本村の人口フレームか

ら見て１．２ヘクタールほどの用途指定になってしまうというふうな結論でございま

した。 

   その後、様々な検討を加え、青写真を描きというふうなところでございますけれど

も、最大のハードルになりますのが、やはり農振農用地の除外、さらに第一種農地と
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いうふうなところから、この農地転用、これらを図るために業種が限られる、手続に

膨大な時間がかかる、労力がかかるというふうなことで、企業さんもかなり問合せ、

引き合いというふうな形でおいでになるわけですが、なかなかここの部分のハードル

が高いというふうな内容となってございます。 

   これらにつきまして、今後でございますけれども、農工団地の整備を行った場合、

あるいは区画整理等の手法と、こういったものも含めて、検討を進めてまいりたいと

いうふうな状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   第５次計画に向けての大きな課題だと捉えております。頑張ってください。 

   再生エネルギーの普及、促進について伺います。 

   太陽光発電施設設置に関する条例整備がなされました。ゴルフ場での太陽光ストッ

プはタイムリーな展開だったと理解しております。 

   ただ、この条例設置によりまして、業界からは大玉村は厳しいという印象が生まれ

ております。条例の趣旨を理解される政策誘導を願いたいんではありますが、今年度、

蓄電池の補助がされるとか伺いました。 

   これ、この補助について、どこまでの進展を考えての施策なのか、改めて伺ってお

きたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   家庭に上がっている１０キロ未満の太陽光発電については、間もなく今年に入って

一番最初に設置した方が１０年を迎える。１０年を迎えますと、そのころ多分、

３８円とか４２円とかで固定価格で１０年間買っていたわけですが、１０年たつと

７円とか８円になってしまうということです、新聞等によりますと。そうすると、こ

れは買上げをしてもらえないと、その値段では。ほとんど売っても金にならないとい

うことですので、だって買うお金より低いお金で売らなきゃいけないと、逆ざやが出

てしまいます、１０年経つと。だったら、蓄電池を入れて、ためて、そして夜使って、

その電力の使用量を減らすということになると、電力から買う値段で売っていると同

じだけの効果があります。 

   ただ、蓄電池に当然、お金がかかりますので、その分について、蓄電池の購入につ

いて助成をしたいということで、つかみで予算を取りましたので、これから蓄電池の

性能とか、どの程度を基準にするとか、まだ少し高いですから、しっかりと調べてか

ら１基当たり幾ら助成をすると。呼び水ですから、かなりの金額を出したいとは思っ

ていますが、太陽光発電自体は１０万から２０万に引き上げました、屋内は。ですか

ら、その辺を目安に検討したいなというふうに考えています。 

   ですから、家庭用の１０年を超した１０キロ未満についての蓄電池助成というふう

に考えています。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 大変進歩的な政策だと思いますんで、ぜひしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。 

   次の項目に入ります。 

   コミュニティ・スクール、それからおおたま学園による一貫教育と、そして幼稚園

の３年保育と、様々な観点からその教育効果、既に立証されたのかなと感じておりま

す。教育行政は絶えず進化が求められますが、これ今後の整備計画においてどのよう

な教育環境の充実が考えられるのか、これちょっと時期尚早なのかもしれませんが、

村長、教育長の夢をお聞かせ願いたいんでありますが。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １１番議員さんにお答えします。 

   基本計画が今年度で終了します。来年度に向かって、村の方針等々とすり合わせを

しながら、それから国の考え、県の考え等々を基にしながら、これから計画を立てて

いきたいと思いますけれども、夢と言ったらどこまでが夢なのかあれなんですけれど

も、大玉の大きな特徴としましては、２３年度から開始しましたコミュニティ・スク

ール、これが大変大きな役割を持っていると思います。それと併せて、幼小中の一貫

的教育というようなこと、これがセットになっています。非常に特徴的なのは、小学

校、中学校は結構多くありますが、幼稚園もコミュニティ・スクールを導入している

ところは、いまだ少ない状況にあります。そんな中で、大玉はコミュニティ・スクー

ル委員さんたちには負担をかける部分があるんですけれども、全て見ていただいて、

そしてその教育の中身について、それから方向性について、地域の方々、ＣＳ委員さ

んを中心に地域の方々と、それと学校が共有できているというようなことが大きな特

徴なのかなと思っています。 

   幼稚園３年保育が始まったものですから、その３年保育をさらに充実させていきな

がら、それを小学校につないでいくと。そういった幼小中のつなぎというようなこと

が、これからの教育ではすごく大事にされていますので、そのことを重点的に考えて

いきたいと思います。 

   それからもう一つは、学校と地域の方々が連携して、俗に言うとボランティアです

ね、ボランティア、それを活用してというようなことをよく言われるんですけれども、

私はボランティアの活用という言葉じゃなくて、地域人材の活用というふうに言うん

ですけれども、その人材の材は、材料の材じゃなくて、財産の財だというふうに思っ

ています。 

   それから、活用とよく言うんですけれども、それは活躍だというふうに思っていま

す。なぜかといいますと、ボランティアでいろんな活動をしていただいた方々にも新

たな学びが生まれてくる。学びの還元と循環、循環と還元という言葉を使っているん

ですけれども、そういったことをキーワードにしながら、これからの大玉村の教育を

考えていきたいと思っています。 
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   日々刻々と情勢は変わっています。学習指導要領が新しくなってきてというような

こともありますので、そこの基本的な理念であります社会に開かれた教育課程という

ようなこと、そのことを念頭にしながら、来年度から始まる小学校の完全実施、それ

からその次の中学校の完全実施、その中に社会に開かれた教育課程という理念を大事

にしながら、今、学校と一緒に教育課程をつくっていますので、そんなことを大事に

しながら教育を進めていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   コミュニティ・スクールの制度等について、今、教育長が申し上げたとおりですが、

私は、昔の学校というのは治外法権で、学校は校長以下先生方に任せておけばいいん

だという風潮が長く続きました。それでは駄目だということで、地域で一体となって

子どもたちを育てるという制度をつくらなきゃ駄目だということでコミュニティ・ス

クールの導入に至ったということですが、一番理想とするのは子どもはどこでも育つ

ということがベースになります。学校で学ぶもの、社会で学ぶもの、家庭内で学ぶも

の、それぞれ子どもは全ての場所で育つということをやっぱり限定に考えた場合には、

村全体が全ての場所で子どもたちの育ちについて関わっていくというような村であれ

ばいいなということを理想として考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 追加。 

   教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） すみません、村長さんのお答えを待つためにちょっと大事なこと

を残しておきました。 

   ３年間指定受けました地域学校協働活動事業というのがあるのですけれども、それ

をコミュニティ・スクールと一体となって、両輪として捉えていきながら、地域との

連携、地域の活性化、そんなことも含めて、教育の在り方を考えていきたいなと、そ

んなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時４０分と

いたします。 

（午前１１時２３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時４０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 引き続き、１１番押山義則の一般質問を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） では、引き続きまして、国内外交流について伺います。 

   マチュピチュ村との交流、これ情報発信効果は十分果たされた事業展開であったと

評価します。補助制度の有効利用、それからマスコミの有効活用を図った事業展開は、

村長ならではと思っております。 
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   ただ、一点、これに関連して野内与吉資料展示室の改善センターの使用、これ村民

の間でも問題視されております。ふるさとホールへの移管を図るとか検討が必要かと

思っておりますが、改めて別な対応は考えられないか伺っております。 

   そして、それから私なりの捉え方なんでありますが、ペルー共和国に対しての認識

なんでございますが、私はちょっと偏った見方を感じてまいりました。確かにペルー

共和国、生活格差はありますが、思想や教育環境とか歴史観、私から見ればしっかり

した国だと思っております。いろんな意味で支援とかそういう形のことも言葉で聞か

れましたが、その辺りについて、私から言わせれば本当に世界地図を鳥瞰するような

施策展開を願いたいところなんであります。 

   ２つのこと併せまして、今後の取り組み方、考え方を伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ペルー共和国との関係につきましては、村長が替わりまして、日本の常識だと自治

体対自治体が協定を結んだ場合には、首長が替わってもそのまま同じく引き継ぐのが

普通なんですが、あちらはやはりお国柄が違いまして、村長が替わったら、今度村長

が替わった時点で今後の方針は改めて話し合いましょうねということなんですね。取

りあえず、一旦交流については中断をすると、中断状態です。ということは、お会い

しましょうねということですが、そのお会いする具体的な方法というのはまだ検討し

ていませんが、今回ホストタウンになったことによって、ペルー共和国のオリンピッ

ク委員会、パラリンピック委員会の役員の方について、事前に大玉に５月か６月に来

ていただいて、応援の仕方とか、事後の交流の仕方の打合せを、前、副村長が東京に

行って、その方たちと東京で打合せはしておりますが、今度は大玉にペルーから来て

いただいて、委員長とか来ていただいて、大玉を見ていただいて打合せをして、住民

の方と交流していただくという計画があります。これは、特別交付税の補助がござい

ますので、交付がありますので、そのときにマチュピチュ村長を一緒に呼んだ場合で

も、一緒に来た場合はオリンピック関連ということで、特別交付税の措置の対象にな

るということですので、今、ペルー共和国のほうのオリンピック委員会と連絡を取っ

ています。来るということになれば、マチュピチュに連絡をして一緒に来ていただい

て、今後の方針について話合いをするということになれば、継続ということになるん

だというふうに考えていますが、今そういう状態で少し中断をしているので、ここ議

場に掲げたペルーのものとか、取りあえず中断しているにもかかわらず、同じ状態と

いうわけにはいきませんので、一応撤収をしたという形になっております。 

   それからもう一つは、今言われた資料館についても同じことです。一旦、今中断で

すので、資料館も２月いっぱいで閉館をしていただくということで、できれば３月中

に取りあえず一旦片づけていただくと。ただ、ちょっといろいろありますから、急に

３月いっぱいで片づけろと言っても、実際は無理かもしれませんので、できるだけ早

急に、一旦撤収していただくと。 

   その後のことについては、マチュピチュ村との関係で話合いが終わって、またやり
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ましょうねというときに、そこをまた再度お貸しするか、今度は自分で見つけていた

だくかは、その時点でまた検討したいと。ですから、４月になるか、５月になるか分

かりませんが、その時点では一般にまたあの部屋を使っていただくというような方向

性であります。 

   村としては、野内与吉さん、偉大なるマチュピチュ村をつくった先達ですので、村

として野内与吉さんの資料とか写真を集めて、ふるさとホールにそういう展示のスペ

ースが確保できれば、コーナーをつくっていくということで、野内与吉さんを村のほ

うで資料展示するという方向性について、これから親族等にお願いをして、写真とか

資料を持っていれば寄附、寄贈、またはお貸しいただきたいということで進めてまい

りたいというふうに考えています。 

   ペルー共和国の認識云々のお話がありました。これは、日本と同じような状況にあ

るのは、リマの市街地とかクスコはそうではありませんが、我々行って教育事情も聞

いてまいりましたが、非常に貧しいんです。ノートもない、パソコンも一台もないと、

学校には。そして、子どもたちが、ここで言うと名倉山の陰から朝、早朝に歩いて帰

ってきて、玉井小学校だったら玉井小学校に通うというような、そういう教育環境な

んですよ。ですから、子どもたちは学校がないので、午前中は、例えば役場が学校だ

とすると、午前中は大山地区の子どもたちが来て勉強をする、そして午前中で帰って、

午後からは玉井地区の子どもたちが学校に来て勉強するというようなものが全土、今

のペルー共和国の都市部以外のところではそれが通常だということで、非常にそうい

う点では、教育については苦慮しているというようなことを聞いておりますので、今

回もマチュピチュ村の周辺の小学校、中学校には文房具も不足している、パソコンも

ないというような状況をお聞きしていますので、寄附を頂いたものについて、文房具

等を今送っている状況でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） それぞれの認識の違いとか理解の違いですから、これは仕方があ

りませんが、生活格差があるのは十分理解しております。 

   台湾との交流について、中学生の交流に加え、村民の交流参加が図られました。継

続的に交流を進展することで目的意識、それらを明確化を図って、さらなる村民の理

解を深めることが必要と思っております。 

   今後の進展を伺うとともに、さらに今回村長が参加されましたが、事業を通して村

民の感覚知とか、どのように理解されたか、その辺をちょっと伺っておきたいんです

が。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   台湾については中学生の交流、１１月に中学生が大玉に来るということですので、

これは順調に交流が進んでいますし、台湾に行ったときには、台湾の文部省に該当す

る教育局ということは、教育局の次長、ですから副大臣になりますか、組織が違いま
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すけれども、その方とお話をして、今後中学校についてはずっと交流をぜひ深めてく

ださいというようなお話がございました。 

   我々が行ったのは、福島空港の利用促進が半分、それからあと半分は台湾とのそう

いう話合い、今後のことの話合いと、それから半分は村民の方たちと３村合同で交流

を図るということで、目的は十分に果たしてきたというふうに感じていますが、ただ、

住民同士の交流という部分については、今回はその村の区長さんの日程が合わなくて、

お話ができなかったということもございますので、これから機会を見ながら話を進め

てまいりたいというふうに考えています。 

   ただ、桃園市が人口が２２０万でしたか、大玉村は９，０００人ですから、どうい

う今後姉妹都市を結んでも、交流の仕方がなかなか難しいということで、これについ

ては現在保留という形で、難しいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   質問の通告の②と③を併せて質問いたします。 

   ＳＤＧｓの理念に沿った基本的、総合的取組を推進しようとする未来都市計画、大

玉村のあるべき姿、ありたい姿をどのように表現されるか興味津々のところなんです

が、「小さくても輝く大いなる田舎大玉村」、それから経済社会、そして環境の３側

面における新しい価値観の創出を通じまして、持続可能な開発を実現するために、そ

のための構想、１０年後の大玉村の想像とか、村民がわくわくするような理想郷、あ

るいは大玉村の将来像、そういった意味で「小さくても輝く大いなる田舎大玉村」の

ようなキャッチフレーズ、これをお示しいただければと思ったんですが、まだ進んで

いなければなんですが、新しいものがあれば伺いたいんでありますが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申します。 

   ＳＤＧｓについては、その考え方を踏まえながら振興計画をつくっていきたいとい

うふうに考えて、今職員等が研修に励んでいるところでございます。 

   それから、あと、１０年後の将来像については、私の理念は、当然、将来にわたっ

て大玉に住んでよかったと思っていただける、外から見て住みたくなるような村、そ

れで実際に住んでいただいてということが実現できる村だというふうに考えています。

住んでいる方の住民の満足度をいかに高めるかということ、これは将来的にもですね、

目標とするのは、そこだと思います。 

   ただ、第５次振興計画については、これから住民のアンケートとか、住民の意見を

できるだけ多く聞いて、そしてそれを反映して振興計画のほうに結びつけていきたい

というふうに考えていますので、その時点でまたしっかりと細部については詰めてい

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 
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○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   大玉村、いろんな意味で目標とされる自治体であってほしいと願います。 

   ポテンシャルの高い村づくりの指針を村当局、そして職員の皆さんにご期待申し上

げて、この項目の質問は終わります。 

   追加質問で、施政執行基本方針に対して重点施策の事業内容の展開についてと、追

加質問申し上げました。 

   第５次総合振興計画の策定と併せて、新たな公共交通システムの検討、それから農

業振興公社の設立、それから東北自動車道スマートインター設置、それから保育所運

営主体の検討との重点策が基本方針に盛り込まれました。話を伺って、常々村長から

伺っております「みんなで支えみんなでつくる大玉村」この理念の実現可能な気がし

ております。 

   最初の公共交通システムの件と、私はこれまでの経過から、デマンドタクシーの進

化がさらに充実されると期待するんでありますが、また、私からは併せて地域の力を

生かす地域力の発掘も施策としてこのデマンドタクシーの制度とともにと願っており

ます。 

   費用対効果からも、来年度からでも実現してほしい政策転換だと思っておりますが、

考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問の関係でございますけれども、広域生活バス、これにつきましては年間利用

者数が年々減少する中、デマンドタクシーの運行によりまして、利用者も大幅な減少

となっておりますし、一方福祉バスにつきましても同様な状況にございます。 

   このため、二本松市、本宮市と共同運行する広域生活バス、社会福祉協議会が運行

する福祉バス、村が単独運行するデマンドタクシー、これらの統合も視野に入れまし

て、新たな公共施設の構築検討を行い、関係機関と協議を進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   ぜひ、その方向性失わないように前向きな政策転換を願いたいと思います。 

   次の農業振興公社の設立について伺います。 

   大玉村の基幹産業を支える中心としての公社の設立構想は、夢だと考えておりまし

た。 

   ただ、集落営農もできました。それから、農業法人化も進み、残された課題は振興

公社の設立で大玉村の農業を支えることかなと。それで、大玉村の農業はそれなりに

目標に向かって実現していくのかなと捉えて可能と思っておりますが。この公社の設

立に向けて、村長の考える動機、それから方向性、また主体はどこに求めるのか、そ

の点、改めて伺っておきたいんでありますが。 
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○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 農業振興公社については、やはり今いろんな施策をやった中で、ど

うしても法人とか個人農業者が取り組むことのできない部分がございます。耕作放棄

地についてもどういうふうに活用していくかということも実際難しいと。 

   それからあと、福島県のほうでも新たにイチゴとか柿とか梨とか、また非常にすば

らしい品種を出して、米も福島４０号を出しておりますが、なかなか今までの経営し

ている法人、個人がすぐに取り組むということもなかなか難しいということもありま

すので、そういうものにスピード感を持って取り組まないと、２番、３番になると、

これは産業としても遅れてしまうということがありますから、そういう先駆的な取組

に振興公社なら取り組めるんじゃないかというようなこともありますし、それからあ

と、農協との関係をどうするかということも含めて、安達管内には安達農業公社があ

りますが、これは二本松市とＪＡで構成していますので、本宮、大玉にはそれは入っ

ておりませんので、ただ、それも検討のうちには入っておりますが、今考えているの

は大玉独自でつくれないかと。 

   主体は当然、村が設立をするということになりますが、経営状態とか、収入支出の

関係とかそういうものもやはりきっちりと計画しなきゃいけないということですので、

若干時間がかかると思いますが、先進地視察等を今繰り返して、内部的に検討を進め

ているところですので、設立可能ということになれば、また皆様にお示しをしたいと

思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   公社の設立が大玉村の農業を支える、それになると考えております。ぜひよろしく

お願いします。 

   次の東北道スマートインター大玉の実現について伺います。 

   我々の世代の村民からは、耳を疑いたくなるような話なんでございますが、夢の話

なんでありますが、これまでも大玉駅とか、大玉インター、いろんな話題になってま

いりました。実現には時間もかかるでしょうが、これは若い世代の人たちは夢の持て

る励みになる施策と思っております。あわせて、先ほどもちょっと質問申し上げまし

たが、４号線沿線の活性化に結びつく施策展開も望めます。私個人としても、ぜひと

も実現に向けて応援したい戦略プロジェクトであります。観光面からも、それから振

興センターの発展のためにも、早期の実現を期待申し上げるところでもあります。 

   具現化、できたら見通しを伺っておきたいんでありますが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   第４次大玉村総合振興計画にも検討するというふうにうたっておりました。 

   なかなか駅はもう、いろいろ調べた結果、不可能であると、現時点で不可能だとい

うことがもうはっきりしていますので。あと、国道４号線の都市計画の話がありまし
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たが、あれは先ほど部長が申し上げましたように、コンサルかけたり、時間をかけて

県とかとも協議した結果、都市計画では沿線全部の面積のうちの１．数ヘクタールし

か、１町ちょっとしか計画、マスタープランの変更では、改廃できないということが

分かりました。だから、これでやることは無理だということがはっきりしました。 

   そのほか、農工法については、農業等、工業導入の特例があるんですが、第１工業

団地の山がその農工法に該当していますので、全部埋めないうちは新たな農工法は認

めないというのが国の法律ですので、農工法も無理と。 

   それから特別管理という農振を外すというものも、これも定期的なものがなくなっ

てしまいました。ですから、あれを外すのは沿道サービス、国県道の沿道サービスで

倉庫業とかパチンコ屋とか、何でパチンコ屋が沿道サービスなのか分かりませんけれ

ども、それからコンビニとかそういうものしか改廃できないと、我々が望んでいる会

社とか工場は設置できないんですね。 

   ですから、その打開策としても、やはりスマートインター、５００メーター以内、

農振外すことは可能です。ただ、スマートインターやっても国道までは行けません。

ただ、そこが開発されれば、その次の連担として開発の可能性が出てくるということ

ですので、やはり、それからあと当然、住民の生活利便性の向上というのは主になる

わけですが、そういうことで、今回スマートインターについて取組をしようというこ

とで、政策に上げさせていただいた理由でございます。 

   見通しについては、手続だけでも２年、その後の検討で２年、実際の工事で四、五

年とかかるということですから、３年、４年以内にできるというものではありません

が、５年、６年は原発の後見て分かるように、あっという間に、もう９年が過ぎてい

ますので、やっぱり村の将来を考えた場合には、やはり今から取り組んでいければと

いうふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   夢の持てる話でございますので、頑張ってください。 

   保育所運営主体の検討について、質問申し上げます。 

   社会福祉協議会への指定管理委託なのかなと考えます。福祉部門の移管は働き方改

革の意義から、また行政のスリム化の意味合いからも必要となってくると考えており

ます。 

   準備段階として、包括支援センターの社協への移管が今年度実現されます。受皿と

しての社協の強化は喫緊の課題といいますか、必然となりますが、行政の中での社協

の位置づけ、例えば現在、副村長が社協の会長も兼ねておられます。包括支援センタ

ーの運営も、大玉村から村長への権限移譲の条例がこの議会で諮られます。 

   その辺りの考え方と保育所運営主体の移管の道筋、これをお示し願いたいんであり

ますが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 
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○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   社協の位置づけというのは、これは村の福祉関係と一体であるというふうに考えて

おります。別物ではなくて、目的ももう住民の福祉で同じでございます。 

   ただ、社会福祉法人、先ほど言いましたように、役場が官で直接やるものと、一応

社会福祉法人として民間の形になりますが、できるものとのものがありますので、社

協は介護関係とか何とかに携わっていただいていますが、あれを村がやることは、こ

れ実際無理ですので、そういう形で、社協なら社協でできる福祉関係の事業がござい

ます。それからあと、役場は役場でやる住民福祉の仕事がありますので、ただし、包

含すると社協と役場は住民の福祉に関しては一体だと、そういう考えの下に、社協の

さくらの指定管理料とか、それからあと運営費については、ほとんど村のほうで助成

をしているということになる根拠だというふうに考えています。 

   大玉８，０００何百人でしたね、つくったときは、８，５００か８，４００人ぐら

いのときに法人化をしましたが、人口規模からすると、社会福祉法人として自立して

やっていくには、かなり小さな無理のある人口規模だったんじゃないかというふうに

感じております。ですから、今９，０００人になりましたが、人口的にはそう変わり

もございませんので、しっかりと社協の基盤をつくると、やはり３人、４人しかいな

い組織じゃなくて、やっぱり７人も８人も１０人も職員がいて、しっかりとお互いに

補完しながら事業が進められるような、そういう基盤もしっかりつくらなきゃいけな

いというふうに考えていますので、今回については、どういう経過で保育所を移管す

るということを検討するのかということは後で、視察等にも行っておりますので、副

村長のほうから答弁させますが、位置づけについてはそういうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。 

   今回の保育所の経営主体の検討ということでございますけれども、保育所、現在、

大体年間１億５，０００万から１億７，０００万程度の経費がかかると。その中から

保育料を差し引きますと、一般財源ベースで１億５，０００万ぐらいの経費がかかる

ということでございます。 

   これをどうにかならないかということで、いろいろ検討した結果、鏡石町等とも視

察をしてまいりました。その中で、今まで公立保育所には、小泉内閣の三位一体の改

革以前までは、公立保育所においても運営交付金というような形で年間３，０００万

程度、そのほか増改築についても補助金があったということでございますが、現在は

交付税措置のみという現状でございます。 

   これが民間保育所を調べてみますと、基準事業費の４分の３、国庫２分の１、県

４分の１、市町村４分の１というような補助金制度がございます。ほとんどこの補助

金の中で、民間の保育所は賄っているということでございます。 

   そうすると、当然今まで大玉村に、例えれば１億５，０００万の一般財源が、その

４分の１の経費ぐらいで、単純計算でございますけれども、済むと。あと、交付税が
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若干減るとは思いますけれども、そういう状況になります。 

   そういった中で、村の一般財源も削減できるし、逆にその補助金をもらってやるこ

とによって、保育士等の処遇改善が図られるということも考えられます。処遇改善が

図られるということによって、保育士の質を向上するということで、よりよい保育環

境が形成できるというようなこともあると思います。 

   それから、社協に限らず、民間に移設した場合のその民間のスケールメリット、こ

れらについても、充実した組織として成立していくことができるというようなことだ

ろうと思います。 

   市町村が財源の削減が図られ、そして受ける事業体のスケールメリットが図られ、

従業員の処遇改善が図られると、そしてよりよい保育環境が形成できると。あとは、

預ける保護者さんがどういうふうに考えるか、どういう不安を持つか、それをどうい

うふうに解消していくか、そういうことだろうと思いますので、これから１年間の中

で検討を重ねて、それが良いのか悪いのか、どういうメリットがあってどういうデメ

リットがあるのか、その辺を検討しながら、保護者さんとも含めながら話合いを含め

た中で、結論を出していきたいというふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） それぞれ丁寧な答弁ありがとうございました。 

   村長の施政方針での重点施策に対して伺いました。 

   第５次総合振興計画の策定に際して、画期的、大胆な検討課題であると私は感じて

おります。 

   村長をはじめ、職員の皆さんには大玉村のいい面、それからいいところ、それから

これが足りないといった、そういった大玉村の利点、欠点を正確に分析されまして、

第５次総合振興計画の策定を通して、大いに力を発揮していただきたい。もちろん、

我々議会も当然でございますが、共に村の発展を願うことを申し上げまして、私の一

般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分といたします。 

（午後０時０８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ８番武田悦子君より通告ありました「教員の長時間労働について」

ほか２件の質問を許します。８番。 

○８番（武田悦子） ８番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

しました３件について一般質問を行います。 

   まず、最初の質問は、教員の長時間労働についてです。 

   この問題は、何年も前から指摘されてきました。学校現場では先生方の長時間労働
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が慢性化し、それとともに先生の負担が大きくなり、心身ともに疲れ切っているので

はないかと思います。過労による休職や、痛ましい過労死が後を絶ちません。教員志

望の学生が減り始めているという話もあります。このような状態では、子どもたちの

健やかな成長を支える教員としての職務を全うできなくなるのではないでしょうか。 

   この問題について平成３０年１２月議会でも質問をしました。この間、教員の負担

軽減に様々な取組も行われてきましたが、現場の先生方の実態はどうなっているのか、

まず現状を伺います。村内小・中学校教員の勤務実態、残業の実態はどうなっている

のかお聞きいたします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   本年度におけます教員の勤務実態なんですけれども、これ県等々と比較したほうが

分かりやすいと思いますので、比較して申し上げますと、勤務時間、小学校におきま

しては、前年度と比較してほぼ同様の勤務時間となっておりますが、もともと勤務時

間が多かった中学校におきましては、前年度と比較して減少しております。特に、教

頭先生の減少率が大変大きくなっております。 

   また、県が１週間の調査期間を設けて実施しました勤務実態調査では、福島県の平

均と比較しまして、教諭及び講師の勤務時間の平均は、小学校、それから中学校とも

若干少ない状況になっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 県と平均をして、全県と比べてというお話がありました。 

   具体的な数字をお答えいただけないでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   県のほうで実施しました福島県の勤務実態調査の数字で申し上げたいと思います。 

   福島県におきましては、教諭と、あと講師と区分けをして調査をしているところで

はありますが、当村におきましては職員数が少ないというのもありまして、教諭と講

師との平均で集計しております。 

   県の教諭の勤務時間で申し上げますと、令和元年度、教諭で１１時間、これは小学

校の平均です。１１時間に対しまして本村におきましては１０時間３６分、マイナス

２４分。中学校におきましては、教諭１１時間３６分の県の平均に対しまして、本村

については１１時間２８分ということで、マイナス８分という状況になってございま

す。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 県平均よりは少ないというお話でしたので、かなり期待をいたしま

したが、僅か２４分とか、本当に僅かな時間の差しかないのが現状なんだなというふ

うに改めて感じたところです。 
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   この学校の先生方の勤務時間の管理、これはどのように行っているのか。タイムカ

ードで管理をされている、それであれば確実に時間が、出勤、退勤の時間とも管理で

きるわけでありますが、この出勤簿のようなもの、このようなもので管理されている

学校も多いというふうに伺っております。 

   このような管理体制が長時間労働を放置してきた原因というふうにも言われている

ところでありますが、大玉村ではどのような管理体制が行われているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   本村におきましては、小学校、中学校ともにタイムカードをもって勤務時間の管理

をしております。 

   なお、集計は教育委員会のほうで事務局において集計をしまして、それを学校ごと

に集計した上で毎月の結果を学校のほうに送って、この多忙化解消の趣旨に生かして

いただくような、そういう配慮を行っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大玉村ではタイムカードで管理をされているということで、一つ安

心できる材料なのかなというふうにも思っておりますが、昨年１２月、公立学校の

１年単位の変形労働時間制を導入できる改正教育職員給与特別措置法というものが成

立をいたしました。これは１日８時間労働の原則を崩し、繁忙期と閑散期を設定した

上で、繁忙期の所定労働時間を伸ばし、閑散期の労働時間を短くするというものであ

りますが、忙しい時間は長時間、そうでないときは短くしてもいい、なかなか難しい

のかな、学校の現場においては。今でさえ、長時間労働にある教員の労働時間、さら

に長くしてもいい、それを認めるといようなものではないかと思います。 

   この変形労働時間制について、学校現場においてはふさわしくないものではないか

なというふうに思っておりますが、教育長、この件についてはどのような認識でおら

れるのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今お話しあったような点、多々捉えて考えております。 

   これは国のほうから来た文書によりますと、何でこういうことの法改正をやったか

ということなんですけれども、これは国の認識が、我が国の教師の業務は長時間化し

ており、近年の実態は極めて深刻であるという、そういう捉え方の下にこういう変形

労働時間をやってもいいですよ、条例で規定してもいいですよという、そういう趣旨

でございます。 

   しかしながら、確かに学校の先生方の仕事の特殊性から、休み期間中は少なくして、

それ以外は多くしようというようなことの考え方が根底にあると思うんですけれども、

決してそうではないという実態を考えています。 

   それから、これはほかの多忙化解消の施策と、働き方改革と一緒にやって、それの
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一つとしてこれを法改正をしましたというような、そういう趣旨でございます。 

   したがいまして、導入するか否かにつきましては、多面的に検討していきたいと思

いますし、何よりも学校の実態、それから先生方の要望等々を十分に踏まえながら、

本当に有効であるのかどうか、そんなことを検討しながらこれから考えていきたいと、

そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 今、教育長さんのほうから多面的にいろいろ検討して、先生方のお

話も伺ってということがございましたが、この制度そのものがやはり教育現場にふさ

わしくないと、長期の夏休み、春休み、休みのときには、先生方どうせ暇なんだから

休みなさい、有給はそこで消化しなさいみたいな話もありますが、有給は取る気にな

れば、どこででも取れるわけでありまして、そういうことをしっかりと踏まえた上で、

いろいろ検討していただきたいと思いますが、この導入に向けては、それぞれ個々の

自治体で決めることができる、学校現場が判断することができるというふうにされて

いるわけでありますが、少なくとも現時点では導入する考えがないということの認識

でよろしいのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 再度お答えいたします。 

   これは施行日が令和３年４月１日ですので、もし導入するとすれば、いずれか条例

というような形でお願いするようになると思いますけれども、今ほどの議員さんの意

見等々、それから他地区の状況、これは自治体によって違いますけれども、そんなこ

とも考えていきながら、慎重に検討していきたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 教育現場の問題ですので、教育委員会の主管であることは重々承知

をしておりますが、村長に伺いたいと思います。 

   この問題は、県でまず条例をつくって、その次に村でというお話、段階を踏んでと

いうお話もございました。これを導入するかしないかで、先生方の労働がより多忙化

を極めるのではないかという側面もございます。村長の認識を伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 今、教育長が申し上げましたように、教員には異動がございますの

で、そして県教委という一つの組織がありますので、そちらのほうで十分に検討して、

県としての方向づけを出すだろうというふうに感じております。 

   その中で、大玉のみがそれを導入しないということが可能かどうかも含めて、１年

まだありますので、その辺も含めて検討になろうと。原則的には学校なり、教育現場

のほうにお任せをしたいと。 

   ただ、労働時間の短縮については、当然に取り組むべき、国・県の問題かなという

ふうにも感じているところあります。小学校の新指導要領で、プログラムとか英語と

か、次々と新たなものが入ってくる中で、時短をしろ、時短をしろと言うだけでは、

なかなか現場は疲弊してしまうというふうに考えていますので、その辺については十
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分に協議をして、決定していただければというふうに考えます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ、先生方の声を反映できるように、これを導入させない方向で進めていってい

ただきたいなというふうに重ねてお願いをするところです。 

   前回、平成３０年の質問でも教職員の負担軽減について、様々取組について伺いま

した。この事業の見直しについても、すべきではないかというお話をさせていただい

たと思っております。 

   今回、この新型コロナウイルスの関係で、３月４日から大玉村も小・中学校休みと

なりました。この大切な学年末の時期を自宅で過ごすということになったわけですが、

子どもたちが自宅にいることにおける問題はもちろんでありますが、学校を最後まで

できなかったことによる学業の問題、未履修の問題がかなり大きくなってくるのかな

と。この前の説明では、できなかった分は、新年度に引き継ぐんだという説明があり

ました。そうした上でも、ますます新年度のスケジュールが過密になってくるのかな

というふうに思っております。 

   こういう事態もありますので、ぜひ教育現場だけではない行事ももちろんあります

が、そういういろいろな行事、今でさえ行事をどこにどう入れたらいいか、なかなか

苦慮する事態になっているのかなというふうにも思っておりますので、思い切ってこ

の際でございますので、大胆に行事を見直すというような考えも必要かなというふう

に思っております。 

   それらについて伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   未履修の問題、この前全員協議会で説明させていただきました。思ったほど多くな

かったです。ですから、スムーズにやって、年度初めにそれを確実に習得させるとい

うようなことで、昨日も臨時の校長会をやりまして、そのことについては確認をさせ

ていただきました。 

   それから、多忙化解消、本当にいろんなところから取り組んでいく必要があるんで

すけれども、まずは教育の質をどういうふうに保つかというようなことと、先生方の

多忙をどういうふうに解消していくかというその中身の中で、接点で考えていく必要

があると思いますけれども、大玉村について今ちょっと様々な取組をやっております。

例えば、中学校において、部活動の指導員という制度ができまして、それを真っ先に

取り入れました。今現在、２人の方にお願いしまして、中学校での多忙化の最大の要

因は部活動だというように言われていますので、そういったことについてかなりプラ

スに作用しているのかなと、そんなふうに思っております。 

   それから、先ほど村長のほうからもありましたけれども、来年度からまた過密にな

ってくるんですよね。英語が増えてくるというようなことで。それへの対応策として、
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これも大玉村一番最初に取り入れたんですけれども、小学校の３年生、４年生は外国

語活動、それから、５年生、６年生は正式に、今度は外国語科という教科が生まれる

んですけれども、これの扱い方が非常に難しいし、これの取組方が非常に難しいとい

うようなことで言われていたんですけれども、これは国のほうで多忙化解消の一つの

策として考えたやつだそうなんですけれども、小学校の英語専科教員というのがある

んです。これは具体的に申しますと、大山小学校に資格を持っている先生が１人いら

っしゃいますので、その先生に大山小学校の３年生以上、それから玉井小学校の３年

生以上、かなりのこれで負担が軽減になります。 

   そしてまた、専門の先生に指導してもらうことによって、子どもたちの力もつくと

いうようなことで、その代わりもう一人、その分の加配の先生がつきますので、そう

いった制度を取り入れながら、少しでも解消につながるようにというように進めてお

ります。 

   それから、来年度に向けて、予算のほうで出させていただきましたけれども、統合

型校務支援ソフトシステムという制度がありまして、これをやることによって、例え

ば大阪市では１日大体１時間ぐらいの勤務時間が短縮できたという、そういう事例も

ありますので、それを効果的に使いながらこの問題に向かっていきたいなと、そんな

ふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 先生方の負担を軽くしていくためには、教員の数を増やすこと、

１クラスの子どもの数を減らすこと、これが何より有効な策であるというふうには思

っておりますが、これはなかなか前に進まないと。一足飛びに進んでいくわけもあり

ませんが、これらをしっかりと要望していただく、これはもちろんでありますが、村

として、先ほど教育長はいろいろ中学校の部活動の指導員の配置であるとか、校務支

援システムの導入であるとかというお話ございましたが、村としてどういうふうに取

り組んでいくのか、教育委員会だけでなく、村としてどういうふうに取り組んでいく

のかも重要になっていくのかなと。子どもたちの健やかな成長を支えるのは教育現場

だけではありませんし、教育委員会の取組の方策、先ほどの事業の見直しについては、

答弁をいただいておりませんが、それらも含めて村としてもどのように取り組んでい

く考えがあるのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   村としてはということでございますが、大玉村は昔から、大分前から英語教育につ

いては英語の外国人講師を派遣していると。これも福島県で一番早く小学校にも配置

をしていると。それから、各学校ごとに、今ちょっと教員不足の影響があって全部は

充足できませんが、各学校ごとに１名の村費の講師を派遣している、これも福島県で

はほかに例を見ないものでございます。 

   それから、校務支援ソフトについては、今手書きでやっている、成績表も健康調査

も何も全て手書きでやって、例えば中学校の場合には教科ごと先生方が書きます。そ
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れを今度通信簿に担当が写す、そうすると写し間違いがあったり、時間が非常に要す

る。それを先生方が自分の担任教科ごとに、端末に打ち込めば１カ所に自動的に全部

一人の生徒のものが健康関係も成績も、過去のそういう指導歴等についても全て、家

族のことも一元管理できると。ですから、非常にこれについては有効なシステムだと

いうふうに感じております。お金も大変かかりますが、これは大玉では福島県に先駆

けて導入したいということで、県教委のほうに言っておりましたが、大玉だけ入れて

も、異動したときにまた手書きに戻ってしまうと。それから、ほかから来たときにそ

れを覚えるのに、またちょっと手間がかかると。 

   ですから、県教委のほうに教育長のほうで、一生懸命、県全体で取り組むべきだと

いうことを強く要望した結果、大分前に進んで、実現に向けての道筋ができたという

ことですので、これもしっかりとできるだろうというふうに考えております。 

   それから、今教育委員会で取り組んでいるコーディネーターとかいろいろあります

が、学校支援とか協働の学校づくりとかというものも、村を挙げて学校を支えようと

いうことでやっておりますので、そういう点でいえばコミュニティ・スクールも含め

て、福島県で一番行政としても教育を支えているという自負を持ってやっております

ので、これからもしっかりとまた支えていきたいというように考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 村が様々な形で教育現場を支援しているというのも十分知っている

わけではありますが、コミュニティ・スクールのお話もありました。これがあるから

大玉村には行きたくないという声もあるようでございますので、その辺りも含めて、

特に新しい事業を起こすためには、何か１つ、２つ古いものを見直すという、そうい

う姿勢も必要なのかなというふうに思っております。 

   これらも新ためて要望し、次の質問に入ります。 

   スマホ社会と子どもの関わりについてです。 

   近年、情報通信分野での技術革新は、私たちの生活を大きく変えています。スマホ

やタブレットなど、どこにいても様々な情報を入手できる大変便利な時代になってき

ました。これらは大人だけでなく、子どもたちにも急速に広がっています。さらに低

年齢化が進み、心や体に影響があるとも言われて久しいと思っております。 

   特に、スマホが発達期の子どもたちに及ぼす影響には、どのようなものがあるのか。

スマホを見続けることによって、目のピント合わせや眼球運動の発達に影響がある、

さらには斜視になる子どもが増えているという報告もあります。ブルーライトによる

睡眠への影響も心配されます。この心配は大玉村の子どもたちにも当てはまるのでは

ないでしょうか。 

   大玉村では、子どもたちがどのくらいスマホを使っているのかなどという調査は、

行われているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 
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   心身ともに健康な子どもたちの育成にとって、十分な睡眠や身体活動を行うことは

大切なことであります。 

   健全な生活習慣を育成するために、小・中学校においてＳＮＳ、インターネット利

用時間や利用するときのルールの設定等について、児童・生徒アンケート調査を毎年

行い、実態把握し、指導に活用しております。 

   それによりますと、小学校では「ＳＮＳ、インターネット利用をしていない」と答

えた児童が３４．８％と県平均の２９．２％より５．６ポイント多くなっております。

使用している児童におきましても、１時間未満の児童が大玉村は５９．９％と県平均

５１．２％より８．７ポイント多く、ルールの設定でも、「ルールを決めている」と

答えた児童が大玉村は７１．９％と県平均７０．６％よりも１．３ポイント多くなっ

ています。 

   中学校では、県での同様の調査がないために比較はできませんが、平日のＳＮＳ、

インターネット利用時間で、最も多いのは１時間以上から２時間未満ということで

４３．４％であり、ルールの設定につきましても、「ルールを決めている」と答えた

生徒の割合が５７．４％と、「ルールを設定しない」と答えた生徒を１４．８ポイン

ト上回っているような内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大玉村でもこれだけの子どもたちがＳＮＳを利用していると。小学

校ではしていないという子どもが３４．８％ということは、それ以外の子どもは使っ

ているということでありますので、やはりかなりの数の子どもたちが利用していると

いうことであるという実態にあるのかなというふうに改めて思ったところであります

が、このゲームでありますが、心と体の問題、これはもちろんですが、ゲームをする

中で、課金と言われるお金が発生し、自分のお金ではなく親のカードを使って何十万

も使ってしまった、このような事例もあるそうです。 

   また、スマホの使用時間、先ほども中学生では１時間から２時間の子どもが

４３．３％という数字がありましたが、スマホの使用時間が平日で１時間を超える児

童・生徒では、学力が使用時間と相関して低下をするという調査結果もあります。 

   小さな子どもたちの場合は、親が制限することで、ある程度抑えられると思ってお

りますが、中学生や高校生になると、自分のスマホを持っている人も多く、こうしな

さいと言うだけでは難しいのではないかというふうに思っております。 

   そこで、子どもたち自身にスマホの影響、いいところや悪いところ、自分たちにと

ってスマホとは何なのかなど、考えさせることが必要ではないかと思っております。

学校でこの問題を子どもたちに考えてもらう時間、これはつくれないものでしょうか。

考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   おただしのとおり、ＳＮＳやインターネット等の正しい使用方法を身につけ、子ど
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もたちが主体的にコントロールできる力を育成するためには、保護者との連携、協力

は不可欠であるというふうに考えてございます。 

   現在、おおたま学園の生徒指導委員会を中心にしまして、家庭と連携しましてアウ

トメディアデーというものを実施しております。 

   また、各学校、幼稚園でＳＮＳの危険性や情報モラルについて、ＰＴＡ協議会や新

入園児・児童保護者説明会等で、外部講師による講演会を開催しており、学校だより

や学年だより、保護者懇談会等で使用上のルール設定促進について、保護者への啓発

を行っております。 

   さらには、コミュニティ・スクール委員会におきましても、学校での取組について

共有し、家庭や地域と連携した取組の充実に努めているところでございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 今、様々村で取り組まれていることの説明がございました。 

   一つお聞きしたいんですが、アウトメディアデーというのは、具体的にどのような

中身なのかということと、今伺っている中では、子どもたちだけでなくて保護者との

連携を進めるということで、大変重要なことだとは思いますが、それを進めるに当た

って、まず子どもたち自身も考える必要があるのかなというふうに思うところです。 

   ＷＨＯでは、昨年５月にゲーム障害、これを病気として国際疾病分類に加えたそう

であります。スマホやゲームなどによってもたらされるゲーム中毒は依存症であると、

病気であるということであります。ゲームにのめり込むことで次第に心がむしばまれ

ていく、生活の何よりゲームを優先する、そのような状態になる前に食い止める対策

が必要だというふうに思っております。 

   兵庫県小野市では、中学生を対象にスマホとの関わりをどのようにしていくべきか

を自分たちで考えていく授業が行われているそうです。さらに、スマホやネットの落

とし穴、こんなときは相談してほしいという漫画形式のパンフレットも作成していま

す。小学生でも理解できる内容になっております。大玉村でもこのような物を作成し

て子どもたちや親に向けての啓発活動をより進めるべきと思いますが、いかがでしょ

うか。考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   アウトメディアデーにつきましては、幼稚園から小学校２年生までを対象としまし

て、食事中はテレビを消して会話を楽しむ、そして８時以降はメディアに触れず、絵

本タイムなどの親子の触れ合いの時間にし、９時までには寝るというようなことでご

ざいます。そういう日を６月と１１月、２月の毎週水曜日に実施してくださいという

ことでございます。 

   同じく、小学校３年生から中学校につきましては、電子メディア全てに触れる時間

をゼロにするというノーメディアの日、そして電子メディア全てに触れる時間を

３０分以内にする、もしくは電子メディア全てに触れる時間を１時間以内にするとい

うことで、これは学年に応じての話になってまいりますが、そのような日を設けてい
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るということでございます。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えします。 

   先ほど提案があった事例等も参考にしたいと思いますが、大玉村でも禁止、禁止で

はやっぱり駄目なんですね。子どもたちに理解させて、自分で自己コントロールとい

うんですけれども、そういう力をつけたいというように思って、そんなことを心がけ

ながら指導に当たっています。 

   それから、中学校の例を申し上げますと、生徒会でＳＮＳスローガンというのをつ

くって、利用５箇条というのを自分たちで決めて、そしてそれで自分たちで守りまし

ょうというようなことで、子どもたちの活動になっています。 

   内容をちょっと申し上げますと、５条ありまして、第１条は基本的にＳＮＳを利用

しないで勉強する。利用する場合においてはというようなことで、第２条以降になり

ますけれども、２１時から６時はＳＮＳを利用しない。メール返信、それから書き込

み等もしないということで、９時以降は朝まで。それから、３条には人の嫌がる内容

は絶対に書き込まない。それから、第４条は許可なく個人情報を載せたりしない、写

真、個人住所、学校名と。第５条は書き込んだ内容は絶対に消せないことを意識しま

しょうというようなことで、これは子どもたちが生徒会活動の中で一貫してやってい

るというようなことで、非常にいい取組だなと思っていますので、こんな活動をこれ

からも奨励していきたいと、そんなふうに思っています。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ただいま教育長から紹介いただきました中学校の生徒会によるＳＮ

Ｓのスローガン、大変すばらしいなというふうに思っております。 

   まさに小野市でつくっているパンフレットにも、そういう中身がいろいろ掲載され

ているんですね。子どもたち自身が、まず考えるということがまず第一。このような

もの、後でお届けしたいと思いますが、小野市でつくっているやつは、本当に小学生

でも読める、大人の人が読んでもちゃんと分かりやすく、誰が見ても、相談できる窓

口というのも掲載されているんですね。この辺も重要かなというふうに思っておりま

す。 

   自分で、子どもたちはやっぱりやり過ぎは悪いというのは分かっているんです。で

も、どこで自分をセーブできるのか、そういうせめぎ合いだというふうにも思うんで

す。なので、みんながあなたたちを大切に思っているんだよ、そのためにもこういう

ものを見て、ちゃんと自分で感じてほしいなと、そういう大人からの発信というのも

必要なのかな。駄目、駄目ではもちろん、駄目と言われたことほどやりたくなるのが

子どもでありますので、そういう意味でも、大人がもっと子どもたちに寄り添った対

応も必要なのかなというふうに思っております。 

   特に、子どもたちの生徒会がやっていることを、生徒会だけではなくて、もっと大

きな範囲で考えさせる取組というのが必要なのかなというふうに、改めて感じたとこ

ろでございますので、もっともっと進めていっていただきたいなというふうに思いま
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す。 

   では、次の質問に移ります。 

   住民健診の充実について伺います。 

   今年度の重要施策として取り組まれている健康長寿の村づくり、私たちは自分の健

康を守るために様々なことを行っています。運動や栄養の観点からの取組も重要です

が、やはり病気の早期発見、早期治療が大切です。そのためには健診を受けることだ

と思っております。健診の受診率がなかなか上がらない現実もありますが、どうした

ら受診率を上げることができるのか、その観点から健診について伺います。 

   特に、まず初めには、女性を対象とした乳がん検診について伺いたいと思います。 

   大玉村の対象年齢と、検診の料金は幾らになっているのかお聞きします。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   乳がん検診につきましては、毎年７月に実施している集団検診と、あらかじめ登録

されている病院で実施する施設検診があります。 

   対象年齢につきましては４０歳以上で、年度内に偶数年齢になられる方を対象とし

ております。なお、奇数年齢で前年度受診をしていない方も受診可能となっておりま

す。 

   一部負担額につきましては、委託料のおおむね１割としております。集団検診にお

いては、４０代は８００円、５０代は６００円、６０代は４００円となっております。

また、施設検診については、４０代は９００円、５０代は同じく９００円、６０代は

６００円となっております。なお、７０歳以上の方は、集団、施設検診とも無料とな

っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） では、乳がん検診に４０歳以上というお話でございました。 

   達しない年齢で乳がんに罹患した症例というのを把握していれば教えていただきた

いというふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   対象となっていない年齢層は３９歳以下の方々ですが、こちらの方々、国民健康保

険に加入している方の過去５年のデータのみ見ることができましたが、発見者数はゼ

ロ件でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大玉村では、国保対象者は幸いにもゼロであったということのよう

でございますが、実際若くして乳がんで亡くなられるという方もいらっしゃるのも事

実かなというふうに思っております。 

   さらには、二本松市、本宮市近隣の自治体では、どのような対象年齢で、検診料金
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というのはどのようになっているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   まず、二本松市の対象年齢についてですが、集団検診では本村同様に４０歳以上で、

年度内に偶数年齢になられる方を対象としております。なお、施設検診については、

１９歳以上が対象となっております。 

   また、一部負担額につきましては、集団検診においては、４０代は８００円、

５０代は６００円、６０代は４００円となっております。施設検診につきましては、

１９歳から３９歳までの方は６００円、４０歳代は６００円、５０歳代は９００円、

６０歳代は６００円となっております。なお、本村と同様、７０歳以上の方は、集団、

施設検診双方とも無料となっております。 

   また、本宮市の対象年齢は、集団検診、施設検診ともに３０歳以上で、年度内に偶

数年齢になられる方を対象としております。 

   一部負担額につきましては、集団検診においては、３０代が６００円、４０代も

６００円、５０歳代から６０歳代までは４００円となっております。施設検診につき

ましては、３０代から６０代までの方全てにおいて６００円となっております。なお、

７０歳以上及びこれ４０歳以上の方ということではなく４０歳の方のみですが、無料

ということになっていますので、７０歳以上無料と、４０歳になられた方、その年の

み無料なっているようです。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） それでは、もう一つ。 

   公務員の皆さん、そしてご家族の皆さんの受診対象年齢、料金は幾らになっている

のか伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   私たち地方公務員関係でございますけれども、本人、家族いずれの検診におきまし

ても、役場職員で行っている乳がん検診のほうは、実施はしておりません。 

   これにつきましては、職員とその家族の検診関係は、住所地の住民検診のほうで受

診をしていただいております。したがいまして、個人負担額につきましても、各自治

体で実施している負担額ということで納めていただいているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） それでは、大玉村の職員の皆様は、４０歳にならないと乳がん検診

は受けられないということでよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 基本的に大玉村にお住まいの職員であれば４０歳、

今、健康福祉課長が申し上げましたとおり、本宮市であれば３０歳というふうに、各
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自治体の制度をそのまま適用されての受診ということになります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） この大玉村で行われている４０歳以上を対象にしている乳がん検診、

先ほど課長のほうからもありました、二本松市では１９歳から行われている。本宮市

では３０歳から受けることができる。料金についても、それぞれの自治体でかなりの

差があるということでありますが、この二本松市では、１９歳から受けられるほかに

４０歳の方は無料と。私の調べたのでは二本松だと思ったんですけれども、そこは。

やはり若くして乳がん、女性特有のこのようながんで亡くなる方というのも、現実い

らっしゃいます。自覚症状が出てからでは、もう遅いというような状況にあるわけで

すが、検診を受ける機会をつくると、これは村ができることではないかと思います。 

   大玉村の対象年齢、料金、これらを見直す考えがないかどうか伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   この検診関係の補助対象年齢というのは、本当にばらばらでございます。それぞれ

胃がん検診なんかは６５歳で安達管内で統一されておりましたが、国の方針で本宮、

二本松も６０歳に引き下げたと。ただ、大玉は逆だろうと。７０は現役だから、大玉

は下げるんじゃなくて、５歳上げようということで６５歳、７０歳も対象にしたとい

うことで、それぞれの市町村で優劣があります。ただ、これ、なかなか統一すること

ができない。本来は、管内は同じような方法でやれば、医師会のほうも助かるんであ

ろうというふうには考えますが。 

   私、クリニックに行ってインフルエンザの補助を見ましたら、３市村ばらばらなん

ですね。貼ってあるんですよ、二本松は幾ら、本宮は幾ら、大玉は幾らと。そうした

ら、この前行ったら、それ外してありました。やっぱり、どういうことか分かりませ

んが、そうするとやっぱり市町村間の競争になるということですね。これは引き上げ

ればいい競争になりますが、住民にとっては。 

   ですから、乳がんについては、従来から４０歳以下については検診の効果、有効性

があまりないということの判断で、４０歳以上を対象として、実施してきたというこ

とですが、今ご指摘のように、若い人にもそういうものが見られると。一人でもそう

いう方がおられれば、これ早期に発見してあげるのも大切ですので、今回の改めて、

内部打合せでは見直しをしましょうねということは話になっておりますので、検診ま

で時間がございますので、見直しについては進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 村長から見直しをしていく方向性を示していただいたので、まずよ

かったかなというふうに思っておりますが、この検診でありますが、検診をなかなか

受けない、受けづらいというお話、いろいろあります。病気が見つかるのが怖いなど
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というお話もありますが、本末転倒ではありますが、検診を受けるため、受けていた

だくためのまず第一歩、これをどのようにしていくのか、受ける動機づけというんで

すか、それをつくっていくのが大切かなというふうに思っております。 

   先ほど来、本宮市が４０歳無料というお話がありましたが、この資料どう見ても二

本松の方の資料で４０歳の方、７０歳以上の方は無料というふうになっているんであ

りますが、二本松市では４０歳、これを一つに節目というふうに捉えて、やっぱりそ

のぐらいの年齢から病気が多くなってくる。そういう観点から無料にしているのかな

というふうに思っております。さらには若い年齢での病気のリスク、１９歳から受け

られるものもあると、胃がん検診等々も１９歳から、肺がん検診とかも１９歳から受

けることができます。このように若い皆さんから、いかに検診を受けていただくか、

まず最初の第一歩、これをどう進めていくかというのが大切かなというふうに思って

おります。 

   受診率の向上はもちろんでありますが、健康長寿、それを進めていくためには、ま

ず自分自身が健康でなければならないということがありますし、国保税、毎年上がっ

ている国保税についても病気をなくする、少なくするための第一歩というのが検診な

のかなというふうに思っております。そういう意味でも先ほどは乳がんの部分につい

てお伺いをしましたが、その他の検診についても、対象年齢の拡大、さらには病気の

見直し、これらについて進めていくべきかなというふうに思っておりますが、考えを

伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   私が言った見直しというのは全般的な見直しをするというふうに、私の手元には、

近隣市町村の資料等も届いておりますので、その辺についても見直しをしていきたい

なと。 

   ただ、財政の問題もありますので、全て突出して大玉だけというわけにはいきませ

んが、下回ることのないようなものとか、あと有効性も考えながら見直しをしてまい

りたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ぜひ見直しを進めていただいて、この健康長寿の村づくり、健康ポ

イントの導入等々、元気システムの導入、そういうのももちろん大切ではありますが、

まず自分の健康を自分で守るという観点から、検診の重要性をもっと幅広い皆さんに

理解していただくためにも、ぜひ大きな見直しをしていただきたいというふうに改め

てお願いをして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、８番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時３５分といたします。 

（午後２時１９分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ７番鈴木康広君より通告ありました「社会福祉の充実を願う｣質問

を許します。７番。 

○７番（鈴木康広） ７番鈴木康広です。議長の許可をいただきましたので、「社会福祉

の充実を願う｣の質問を行います。 

   押山村長が日頃おっしゃっているとおり、住みよい大玉村をつくるためには、子ど

もから高齢者まで幅広い世代の人たちに必要な福祉サービスが受けられることが前提

となると考えます。 

   福祉サービスということを考えた場合に、社会福祉ということの定義も含めて根本

的な質問も含めて今回伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   では、①社会福祉の定義とその担い手はどこになるかを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   社会福祉は憲法で保障している生存権と、あと幸せを追求する権利がありますので、

それを万民に与えられた権利だということで、それを実現する手段、そして目的が社

会福祉だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   定義は今説明をいただきました。では、実際にその細かな内容について、行政とか、

もしくはそのほかの機関とかで、どういう機関が主にそれを担っているかについて伺

いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   社会福祉の担い手は全ての方と。組織からいえば社会福祉法人であり、行政であり

ですが、これは社会福祉についてはボランティアも担い手でもありますし、支え手と

いうことで、全ての方がその社会福祉に理解を持って支えていって担い手になってい

ただければいいなというように考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   私が日頃参加させてもらっている地域ボランティアも含めて、確かに地域のために

頑張っているということで、やっぱり社会福祉の一つの担い手というふうな話である

のかというふうに今、改めて認識いたしました。 

   では、今、社会福祉法人という形の言葉が出ました。では、村内の社会福祉法人が

大体どれくらいの数があるかについて伺いたいと思います。 
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○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   現在、村内に事業所を持っておられる社会福祉法人は３事業所でございます。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） 失礼しました。後段の部分が不明瞭でございました。 

   ３事業所でございます。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、３事業所のその名称…… 

○議長（菊地利勝） 番号。 

○７番（鈴木康広） すみません、議長、７番。 

○議長（菊地利勝） ７番さん。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、その３事業所の事業所名など伺うことは可能でしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １つ目が社会福祉法人大玉村社会福祉協議会、２つ目が社会福祉法人慈久福祉会、

これは陽だまりの里のことでございます。３つ目が社会福祉法人牧人会、あだたら育

成園のことでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   村内には３つの社会福祉法人があって、実際にその名前を言われれば皆さん知って

いるところがあると。逆に言うと、もっとあるのかなと、もしかしたらという思いも

あったんですが、今３法人のみというお話をいただきました。 

   では、その今一番最初に名前が挙がりました社会福祉法人、大玉村社会福祉協議会

というものが、その３法人の中、もしくは村内でどういうふうな活動とか役割を担っ

ているか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村社会福祉協議会には、子どもから高齢者に至る地域福祉に向けて、村ととも

に取り組んでいただいておる団体でございます。 

   具体的には、総合福祉センターさくらの運営及び管理を指定管理にて受託していた

だいております。また、高齢者の生きがい活動として、生きがいデイサービス、いき

いきさくらと言われているものでございますが、これらを実施していただいておりま

す。また、ほかにも放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブにおいて、

安心・安全な児童の健全育成を図るとともに、在宅の子育て支援としてのファミリー

サポート事業も実施していただいてございます。さらに、村内全域で活動しているサ

ロン活動、各種地域にあるサロンの活動の支援とか、各種ボランティア団体の支援な
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どもしていただいてございます。 

   また、重ねて、生活福祉資金の貸付事業と言われているものや、フードバンク、生

協等から食材等を頂いて、困っている方、必要とされている方に届ける事業の提供な

ど、生活困窮者の支援など様々な地域福祉活動を実施していただいておりますという

ことでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   子どもから、要するに放課後子ども教室のような子どもから高齢者まで幅広い活動

のほうが実際に社会福祉協議会のほうで行われているということを今、再度認識いた

しました。 

   実は、４番のほう、社会福祉事業を行う場合に、地方公共団体と、あと法人のほう

が行った場合での補助金の活用に違いがあるかということについて、１１番議員さん

のほうの質問の中で交付税措置と、あと国・県とかの２分の１、４分の１というふう

な内容が少しあったんですが、それについてももう一度お知らせいただければと思い

ます。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   午前中の質問については、保育所の運営に当たって、民間の私立保育所の場合の補

助金であり、公立保育所の場合の交付税措置ということでの見解でございました。社

会福祉協議会について、特別交付税の活用についてはございません。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございました。 

   民間で行った場合と社会福祉法人で行った場合については、すみません、私のほう

に認識の違いがあったということで。 

   では、それ以外の福祉事業等について、何か違うことがあるかないか、なければな

いで結構なんで、担当課のほうでもし答弁があればということ。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ７番議員さんにお答えいたします。 

   福祉事業に関わる補助金の活用ということなんですが、まず社会福祉関係での補助

事業ということで、たくさんの補助金があります。公的なものもあれば、何ていうん

ですか、宝くじ基金とか競輪の自転車協会とかいろいろあるんですが、その協会とか

その団体ごとに対象者を村、地方公共団体としているものとか、民間の社会福祉法人

と定めているものがございまして、それぞれによって補助金の対象になるかならない

かということに違いがございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 
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   今、村のほうでは、各補助金の利用が可能な内容については細かく把握しながら、

村が使えるものについては村のほうで補助のほうの申請を行いながら、もしくは地方

公共団体以外の法人等で該当になるものについては社会福祉法人等が活用しながら、

大玉村のほうで少しでもそういう補助金等を利用しながら、福祉活動のほうを行って

いるという内容について理解いたしました。 

   では、（２）のほうに入ります。 

   今後の大玉村の社会福祉事業ということで、大きな内容も含めてなんですが、を充

実するために、どのような方向性を考えているかを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   当初、最初の３つ挙げた法人の中で、大玉村社会福祉協議会について答えてござい

ますので、その流れで答えたいと思いますが、村の社会福祉協議会は定款によりまし

て、村における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び

社会福祉に関する活動の活性化により、社会福祉の進展を図るということを目的とし

ております。 

   村内では行政に次いで地域福祉のリーダー的団体であり、村の社会福祉に対して果

たす役割はかなり大きい団体であると認識してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   村内における社会福祉法人の中の、実際にその社会福祉協議会のほうが今現在も大

きな活躍をしていると。それを今後も、村が担うべき福祉事業については村が、あと

民間で行うべきものについては、もしくは福祉法人で行うべき活動については、そう

いうところに移管する形で、今後の大玉村のほうの社会福祉のほうの充実というもの

がより一層進むことを願いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、７番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「村の図書充実を」ほか１件の質問を許しま

す。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。 

   議長の許可の下、２件についてお尋ねをするとともに、しかるべき対応を求めると

ころであります。 

   初めに、図書の充実についてであります。 

   昨年、昨年というかまだ本年度中でありますが、この分野の取組の一環として学校

図書館への司書の配置、こういうものがなされて、本の楽しみ、あるいは子どもたち

に対して直接話をするというようなこと等々を通して、大幅に図書の利用の拡大が高

まったと。さらには、大山公民館の図書は地域の図書館として重要であり、学校との

連携をしてさらなる充実を図ってまいりますというのは、これは昨年１０月、１１月

だったか、各事業の状況についての中で担当部、課長の説明でありました。 
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   事業の進み具合というのがよく分かって、これだけで今年の成果報告はできるのか

なと、この分野では。そんなぐらいの内容でありましたが、そういう積極的な事例に

立って、以下、次の質問をいたしたいと思います。 

   ふるさとホールの図書についてお尋ねをします。 

   まず、ふるさとホールの図書、蔵書はもう十分であるかと、あるいはまたさらなる

充実が必要かと。どちらかについて伺いをします。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ふるさとホールの蔵書につきましては、学校図書館には学級数に応じた数値目標と

いうのがありますが、一般図書館には数値目標等がございません。ですが、他の図書

館に比べて十分とは言えないというような状況でいるというふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、お答えありましたが、十分だということであればこの質問は

終わりだなと思っていたんですけれども、これは十分ではないということですので、

続けます。 

   さらなる充実が必要だということであれば、皆さん分かっているようにホールの

２階の後方にある、うんと積まれている、うずたかくずっと積まれている、横になっ

て寝ている本というのはありますね。これっていうのは、やっぱりこれは背表紙が見

えるとか、これ取って見たいなと思うように飾っておくとか、そういうような方法が

必要だと思うんですけれども、せっかくある本が読まれるような、あるいは見てみた

いなというふうに思われるようにすることも大事でありますし、時々、月に１回、

２回程度、２階に行く用事があるんですけれども、参加者からも「せっかくの本、こ

れもったいないな」と、「俺の家にもいっぱいあるんだけれども、こういう状態では、

これ持ってきたって何ともしようがないな」と、「こういうことの末路はこうなるの

か」というようなことで、残念がっている方も非常に多いんですね。 

   したがって、何らかの工夫をして、大金をかけないでももう少しよりよい方法がで

きないものかと。前にもお尋ねしたことあるんですけれども、このことについての考

え方なりについて、端的にお伺いをいたします。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   専門的分野の本とか寄贈図書につきまして、今２階の研修室に配架しているという

のはご指摘のとおりでございます。スペースの問題というのもございますが、書架の

拡充などにより野積みすることなく手に取って読んでもらえるような配置を工夫して、

利用者の利便性の向上に努めていきたいなというふうには考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 確かに、専門書みたいなもの、あるいは趣味の本みたいなものが

あって、読み手、それから贈り手で、これ千差万別で、それはいろいろなんですよね。

実際言ってもあれほどあるコーナー、全書みたいのを読むかというと読まないものも、
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私自身読まないものも実はあるんです。それは、あと隠っち見る本だってあるし、い

ろいろあるわけです、これは。 

   だから、それ様々あるから、それを全部そろえろということはいかないと思うんで

すけれども、やっぱり村の図書ということの意味合いというものも必要。本当に欲し

くなればあそこにもあるし、本宮にもあるし、八山田の手前に行けば大体のものはそ

ろう。そういう、それはそれとして確かにあれなんだけれども、そういうことで、村

の図書館としての役割というものも大事であろうと。 

   同時に、今部長が言われたように、専門書的なものもありますけれども、ある意味

で、一定程度片づけるというのは、そういう失礼ですけれども、今言ったことと矛盾

するんですけれども、一定程度整理するというのも出てくるんですよね。何かふるさ

とホールの館長さんにちらっと立ち話で聞いたんですけれども、一定の整理をする方

法、あるいはまた新しくする方法、こういうものも必要なんだというようなことがあ

ったわけでありますが、これらについての村の図書館といいますか、そういう蔵書の

充実を含めた中で、それらのことについてどのように考えるか、あるいは一定の方向

づけがあるものなのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えします。 

   ふるさとホールの２階の状況なんですけれども、ご指摘いただいたとおりですので、

いろいろ工夫しながら野積みにしておかないような状況で、もう少し魅力、もう少し

って、もっともっと魅力があるような配架の仕方をしたいと思っております。 

   どんどん本が入ってきて大変ありがたいんですけれども、それをどういうふうに整

理するかということにつきましては、専門的な方に見てもらって、その考えに基づい

て整理しようというようなことで、実は県立図書館の方に来ていただきまして、その

現状を見ていただきまして、整理の在り方についてアドバイスをいただきました。基

本的には大玉にしかないようなもの、そういうものが貴重本でしょうというようなこ

とです。それから多くの人が見るもの、これもちろん入るんですけれども。 

   そういった状況の中で、やはり廃棄をしながら新しいものを寄せてくるという、そ

の交通整理、その在り方については、また専門的にアドバイスをいただきながら、大

玉ならではの、ふるさとホールならではの図書室になるように、図書館になるように、

これから検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ご答弁ありがとうございました。 

   いずれにしても、この件のまとめの関係ですね、特に教育長さんにお伺いします。 

   昨日もテレビで教育長、ちらっと映っていたけれども、今そういう話ししていると

ころだね、いろいろなところに頭行っていると思うんですけれども、今回原稿作った

んでね、やっぱりこれは質問することになっているので。 

   ある県の女性の教育長、県の教育長なんですが、学校の関西のほうのだと。各市町

村の全部の小・中学校の図書を充実させるという、これだけに相当力を入れたんだと
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いう女の人なんですけれども、子どもは基本的には本を読むのを嫌いなやつはいない

し、それによって考える力なり、いろんな意味で人間形成にとっても大事なんだとい

うふうなことで、その人語られていましたが、要はそこ、先ほど言ったように、そこ

の本にどういうふうに結びつけていくか、親しみやすくしていくかということが大事

なんだということだったんですけれども、その人いわくには、とにかくに読む姿勢は

どうでもいいと。もう寝っ転がりようが何しようが、読む姿勢は自由で、他人にだけ

迷惑かけなければ何でもしてもいいと。ちゃんと、図書室とイメージすると静かにし

て、大体同じ姿勢でと、そういうようなイメージだけれども、そうではなくて、自分

の読みいい方法にすれば頭にも入るということで、そういうことをしたというふうな

お話ありましたが、いずれにしても、そういう読むあれは、そういう機会に触れると

いうことが大事なんだということで、人間形成にも大事だということでございました。 

   そういう意味で、様々な分野で今教育長も取組をしているところでございましょう

けれども、これらの本の、あるいは図書のさらなる学校教育あるいは社会教育の中で

の果たす役割ということについてのまとめ的な考え方をお尋ねしておきたいと思いま

す。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 今、１０番議員さんがお話しいただきましたように、読書の果た

す役割というのは極めて重要だというふうに思っております。特に幼児期からの読書

習慣というんですかね、読書の楽しさというか、そんなことがありまして、うちのほ

うはブックスタートって、小さい子どもさんのときに本を読み聞かせをしたり、それ

からボランティアの方、いろいろな方々に読書ボランティアをやってもらって、子ど

もたちにいろんな活動、読み聞かせ等をやっていただいております。それが非常に意

味があるのかなというふうに捉えております。 

   それから、学校教育におきましても、学校司書を配置したことによりまして、図書

館の中身が非常に魅力的になったと、子どもたちが読書に親しむ機会が出てきたとい

うようなことにつきましては、読書の担当の先生方の集まりの中でも、そんな感想と

いうか感謝というか、そんな言葉が述べられていますので、さらに充実したものにし

ていきたいなと、そんなふうに思っております。 

   それから、一般の図書につきましては、この大玉の自治体の規模でどれぐらいの本

がいいのかというようなことにつきましては、多ければ多いほどいいという、先ほど

お話し申し上げましたけれども、やっぱり整理することも大事になってくると思いま

すので、整理と、それから必要な図書の購入というようなこと、これはふるさとホー

ルの専門の方々がいろいろ図書の選定をしているわけですけれども、様々なニーズ調

査をしたりしながら、限りある予算を有効に活用しながら、読書の推進というような

ことについて村の重点と掲げて、これから進めていきたいと、そんなふうに考えてお

ります。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 
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   それでは、次の質問に入ります。 

   質問の趣旨に記載されているように、変圧器、コンデンサー等から発がん性物質の

ＰＣＢが入っているものについての、これらについては平成２５年あるいは２７年で

すか、の段階でもお尋ねをしてきたところでありますが、その後どういうふうになっ

ているかというようなことについて、採石場の跡地と併せてお尋ねをしたいと思いま

す。 

   ①として、採石場の埋め戻し状況、今の現状はどうなっているか。さらにはまた、

この出入口の安全対策というものはどのようになされているかということを掌握され

ているどうか、まず最初にお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   埋め戻しの状況でございますが、一部敷地のところに水がたまっている部分もござ

いますが、露天掘りされていた地形についてはほぼ埋まっている状態となっておりま

して、入り口付近の高さと同程度にならされている、一部はへこんでおりますが、ほ

ぼ平らな状況になってございます。 

   それから、出入口安全対策ということでございますが、門柱がありまして、そこは

施錠させておりますので、車両の出入口はできない状態というふうに認識してござい

ます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ②番として、ここを所有している会社、これ最初はたしかアジア

開発だったと思いますが、その後、緑資源環境システム、さらにはアジア開発産業

等々に所有者が度々替わってきているんですけれども、現在はどのようなところで持

っているのか、そしてまた、その会社というところと村とは連絡が取れる状況になっ

ているかどうかということについてお尋ねします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   現在の所有会社名は、株式会社アジア開発産業でございます。加えまして、連絡体

制ですが、現在、代表取締役の方の連絡先は存じておりますので、必要があれば連絡

等は可能でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） その中にある、いわゆるその会社で所有している先ほど言ったも

の、鉄製の貨車に今はちゃんと格納されてあるわけですけれども、そこに至るまでは、

これ野ざらしになっていたものでありますが、今、傍聴に見えられている左内さんも

含めて、一緒に行って現地を確認して、あるいは村の責任者、あるいは会社の人にも

来てもらって現場を見て、そしてこういう状態だということで、その後、貨車に入れ

て格納している状況だというような状況でありましたが、その後、それはどうなって

いるのかお尋ねをします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 



 

- 95 - 

 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   当時貨車に入っていたコンデンサーということでございますが、現在も以前のまま

と変わらない状況と認識してございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） これらの件に関連して、たしか名倉山の何とかという神社あるん

ですね、上のほうに神社があるんですけれども、その南のほうにも実は同じ時期に大

きなの２つあったの、それは直ちに撤去したのね。にもかかわらず、これはいつまで

もあるというのは、これどうなのか。 

   撤去に際しては、いわゆる促進するための、業者に対しての国の援助措置というの

があるんだというふうに、テレビでやっていたか何かで見たんですよね。それで、そ

ういうものを使えばもっと早く、勝手にはこれ動かされないわけなんで、それらを通

してやらなければできないという代物なんで、これについては、押山村長も地元との

関係もあって、るるその経過と、あと水の関係もあって、ずっと詳しく説明をいただ

いて、村で何とかできないのかと、こう言ったら、代執行できないかと言ったら、そ

ういう状況のものではないんだというような、るる話ありました。特措法との関係も

あって。 

   その後、そういう措置を早くするためのというのを使って、早く撤去するというこ

とができなかったのかどうか、その経過、あるのはそのままですだけではなくて、そ

の間のどういう努力がなされたか、あるいは経過、それらも含めてこれこれしかじか

こうだったからこうなんだということの辺りについて、詳しく説明願います。ただ何

もしなかったでは困る。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   以前に１０番議員さん、一般質問での質問でございました質問の中にも、２７年、

それから２５年のほうで質問がされて、答弁もなされておりますが、その後は事業計

画、この廃棄に関して事業計画が平成３０年１１月に出されてございます。当時、以

前の質問の際には、平成２８年７月までとなってございましたが、これは特別措置法、

いわゆるポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、ＰＣＢ

特別措置法と言うそうですが、これらが当時の設定では、平成２８年７月という規定

でございましたが、その後改正がありまして、実際の処理期限、当時の表記でいいま

すと、平成３９年ですから令和９年３月までとされてございます。その後、先ほど申

し上げました平成３０年１１月付の業者からの事業計画では、北海道にあります処理

施設に搬入が予約済みということになってございます。 

   また、先ほど補助という話もございましたが、いわゆる法人、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社というところが窓口になっておりまして、中小企業とか法人については

処分費用の７０％の補助があるということは聞いてございます。ただ、これに関して

は企業活動の一環ということで、先ほど議員さんからも行政代執行の話が出ましたが、

現在法人が活動している段階でございますので、そういったことは現時点では法人へ
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の指導、これは許可権限関係が県にございますので、県がメインになることではござ

いますが、村も推進しながら、そういった処理等々については働きかけはしてござい

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 働きかけしているのね。今言った特措法が延びた話は、私は通告

書の中で舌足らずなところがあって、２８年までだと言ったけれども、それは延びた

のは承知しています。担当からも、役場の誰がそういう２８年と言ったんだというよ

うなこと、ちゃんと詰めが来ました。私の間違いでしたので、それは延びました。た

だ、延びた中でも、じゃ、延びたからそのままでいいということではないんですね。 

   これ名倉山のところはなぜ早く撤去できたのかということを聞いたのは、そっち早

くやったんだもの、これだってできっぺという考え方で私言った話で、要するに、そ

れ今ずっとお話を聞いた経過の中で、１つは入り口付近の採石場のほうね、一体なも

のだから会社は、入り口は人は簡単に入られるんです。立入禁止はあるんですけれど

も、俺も入っていってきたから。軽く入れる。あとずっと水たまっていて、石ころだ

の入れるとどぼんとなって深くなってね。これ世界のあれを、流れを憂える人があそ

こへ行ったものでは、なじょにかなるような雰囲気な場所だね。あそこはやっぱりち

ょっと工夫をしなくちゃ。ただ、水があるから、その水を逃がすとなると問題がある

ので、ああやってあるのかなというふうに思っています。 

   それで、あの入り口は、足場パイプでこのクランプで組んだね、そういうものでず

っと長くやるとか、やっぱりそういう工夫をきちっと指導していただきたいですね。

簡単に入られるんだ、人は。車は入られないけれども、人は入れる。できるだけ入ら

ないようにというやり方。 

   それから、貨車に入っているもの、これについてのやっぱり７０％、これ企業のあ

れで７０％の補助するんですよということなんで、それをすれば、やっぱりこの機会

にできるということ、大変なことでは、負の遺産でしょうけれども、会社にとっても。

最後のいわゆる詰めの部分ですか、詰めは、私も人のこと言える立場ではないんです、

いっぱいいろいろ問題あって。ただ、公がやる場合はやっぱりきちっとものは指導は

できると思うんですね。個人の責任と公の責任でやれば、やっぱり会社に一刻も早く

そこからそういうものをなくすというのは、やっぱりこれ行政の仕事でありますから、

先ほど来の答弁でもありました、やはり福祉の、あるいは暮らしをしていくための一

環でありますので、その採石跡地をしっかりと埋め戻しをやる、いわゆる詰めの部分

をやる、あるいはまた貨車にあるものを一刻も早く撤去させるということについての

村としてのこれからの取組などについて、村長の考えを承りたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず、沈んで水たまりができているのは一旦全部平らになったんですね。ところが、

何十メーターという高深度なものですから沈むということで、水たまりが再度できた
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ということですが、今業者としては、沈んだところにまた搬入したいという話も来て

いるんです。ただ、村としては、ＰＣＢを片づけることをきちっと進めないうちは、

そういう入れることだけ入れて、後はＰＣＢについては北海道に予約していますが、

それも今確認をしています、再度しっかりと、村としては。そういうこともしっかり

とやった上で、また再度埋めていただくことは必要なことですので、あとはそこを埋

める前に、埋めてはいけないようなものがないかどうか、少し村としては調査をした

いということも考えています。 

   それから、ＰＣＢ、この許認可権は県にありますので、指導権限は県にあります。

ですから、我々は現状を県のほうに伝えて、県に強く業者を指導してくれという立場

でおりますので、ただ、大玉村にあるものですので、当事者ではないというふうには

考えておりませんので、しっかりとこれは、時間はかかっていますが、処理は求めて

いきたいというふうに考えています。 

   代執行というのは本当に最後の最後の話になろうと思いますが、それも県のほうに

は、代執行は県がやるんだよというようなことは一応伝えて、なった場合は、そうい

うことも言っている状況でございます。ただ、現時点では、事業は継続していますの

で、処理をしてくださいよと強く、またさらに県のほうと一緒に併せて現地を見なが

ら指導していきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 大体終わったんだけれども、１つだけ聞き漏れたの、部長。

７０％の補助でやられるんだけれども、業者が事業の継続中でどうのと言ったんだけ

れども、そこはやる気あるんだか、申請したんだか、やる気なんだか、そこのところ

もう一回、悪いけれども。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどの件でございますが、これは補助対象が中小企業法人に対して７０％あると

いうことでございますので、当然村が申請とかではなく、処理業者が申請をして補助

を受ける制度でございます。これは、今でも期限が延びた関係はございますが、有効

と認識してございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そこで、その会社がそういうものを申請して、やっているかどう

かということは確認できていないんだね。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   現時点で会社が、当該法人がそこまでの事業を計画しているかどうかというのは、

現在のところ承知はしてございません。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうものが存在しているんだということを一刻も早く、特に
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村長も部長も、地元のその頭の中にあるということも含めて、大至急なくすというた

めに引き続き、ただ時間が過ぎてできないんだということではないように、強力な指

導、あるいは県にも要望を強くするように求めて、質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１０須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後３時１７分） 

 


